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神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱 

平成１２年７月１１日 

分 科 会 決 定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会運営要綱（平成１２年４月１８日決定）第

９条の規定に基づき、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会（以下「専門分科会」

という。）の運営に関し必要な事項について定める。 

（部会） 

第２条 専門分科会に、次の部会を設置する。 

（1）企画・調査部会 定数１０名以内 

（2）サービス研究会 定数１５名以内 

（3）地域密着型サービス運営委員会 定数１５名以内 

２ 第 1 項の各号に掲げる部会の所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 

３ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、分科会長が指名する。 

４ 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員及び臨時委員の互選によって定める。 

５ 部会長は、その部会の会務を総理する。 

６ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員及

び臨時委員が､その職務を代理する。 

７ 部会は、部会長が招集する。 

８ 部会は、部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開催することが

できない。 

９ 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の

決するところによる。 

１０ 部会に必要に応じてワーキンググループを置くことができる。 

（関係者の出席） 

第３条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

（代表幹事及び幹事） 

第４条 専門分科会及び部会に代表幹事及び幹事を置く。 

２ 代表幹事及び幹事は、市職員のうちから分科会長が指名する。 

３ 代表幹事及び幹事は、専門分科会及び部会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐す

る。 

（庶務） 

第５条 部会の庶務は、福祉局介護保険課において処理する。 
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（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、部会が定める。 

 附 則 

この要綱は、平成１２年７月１１日より施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１３年７月１９日より施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成１８年２月１１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年２月９日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月１７日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年２月１０日より施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日より施行する。 

 

別表（第２条関係） 

部会の所掌事務 

 

１ 企画・調査部会 

（1）介護保険事業計画の点検及びそれに必要な調査の実施に関すること 

（2）介護保険事業計画の策定に必要な調査の実施に関すること 

（3）高齢者保健福祉計画の策定に必要な調査の実施に関すること 

（4）新しい介護予防・日常生活支援総合事業の立ち上げ及び円滑な運営に関して必要なこと 

 

２ サービス研究会 

介護サービスの質の向上に関すること 

 

３ 地域密着型サービス運営委員会 

(1) 地域密着型サービスの指定基準に関すること 

(2) 地域密着型サービスの指定、指定拒否及び指定取消に関すること 

 (3) 地域密着型サービスの介護報酬に関すること 

(4) その他、地域密着型サービスの円滑な運営に関して必要と認められること 
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神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会企画・調査部会 

ワーキンググループ設置要綱 

平成２７年５月２８日 

企画・調査部会決定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会運営要綱（平成１２年

７月１１日決定）第６条の規定に基づき、神戸市市民福祉調査委員会介護保険専門分科会

企画・調査部会ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）の設置及び運

営に関し必要な事項について定める。 

（ワーキンググループ） 

第２条 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けて、及び、高齢者虐待対応に

ついて必要な検討を行うため、企画・調査部会に、次のワーキンググループを設置

する。 

（1）総合事業サービスワーキンググループ 定数１０名以内 

（2）ケアマネジメント検討ワーキンググループ 定数１０名以内 

（3）高齢者虐待対応ワーキンググループ 定数１０名以内 

２ 第 1項の各号に掲げるワーキンググループの所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。 

３ ワーキンググループに属すべき委員及び臨時委員は、部会長が指名する。 

４ ワーキンググループに座長を置き、座長は、ワーキンググループに属する委員及び臨時委

員の互選によって定める。 

５ 座長は、そのワーキンググループの会務を総理する。 

６ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員及び臨時

委員が､その職務を代理する。 

７ ワーキンググループは、座長が招集する。 

８ ワーキンググループは、ワーキンググループに属する委員及び臨時委員の過半数が出席し

なければ会議を開催することができない。 

（関係者の出席） 

第３条 座長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループに関係者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第４条 ワーキンググループの庶務は、福祉局介護保険課及び高齢福祉課において処理する。 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営等に関し必要な事項は、

ワーキンググループが定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年５月２９日より施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成２９年８月１０日より施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１０月１４日より施行する。 

 

別表（第２条関係） 

 

ワーキンググループの所掌事務 

 

１ 総合事業サービスワーキンググループ 

（1）総合事業で実施するサービスの基準、単価、利用者負担等の検討に関すること 

（2）その他、総合事業の立ち上げ及び円滑な運営に関して必要と認められること 

 

 

２ ケアマネジメント検討ワーキンググループ 

（1）総合事業で実施する介護予防ケアマネジメントに必要なプロセス、アセスメントツール、

様式等の検討に関すること 

（2）その他、総合事業で実施する介護予防ケアマネジメントに関して必要と認められること 

 

 

３ 高齢者虐待対応ワーキンググループ 

（1）各区高齢者虐待防止ネットワーク事業で出された課題から全市レベルの課題を把握し、

対応する体制を整えること 

（2）市マニュアルの改訂に関すること 

（3）重篤な高齢者虐待事案等の事後検証に関すること 

（4）その他、高齢者虐待対応に関して必要と認められること 

 

  

 



 
 

 





   10  



   

   

 

  




  



  


 





 

 

 

 

 

 

 



 





































 



 












   









 







 





 





 





 





 





 





 



資料３－１

219062
長方形



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 期介護保険事業計画策定に係る実態調査結果【一般高齢者調査】 

 

 

 

 

 

◦身体・口腔機能の実態（問９～13（P4、5）、問 19～24（P6、7）） 

階段昇降や外出頻度、転倒経験、咀嚼能力、体重減少など、フレイルの兆候を具体的に把握します。 

◦活動・参加の状況（問 56～60（P11～13）） 

現在の社会参加頻度だけでなく、「 どのような場なら参加したいか」 参加の障壁は何か」を問い、

つどいの場の拡充やアクセス改善の参考にします。 

◦フレイル・オーラルフレイルの認知度（問 78・79（P17）） 

市民が自身の虚弱化（フレイル）や口腔機能低下（オーラルフレイル）をどの程度認識しているか

を確認します。 

 

【現行計画】の体系 

 

主な調査項目 

１ フレイル予防をはじ

めとした介護予防の

推進 

・フレイルを「 知らない」層は 17.4％、オーラルフレイルを「 知らない」層は 36.6％となっていま

す。実態として、17.6％が階段を昇ることができず、26.9％が固いものの食べにくさを感じてい

ます。 

・社会参加については、各活動への不参加層が 5割から 7割を超えています。活動の重視点として

 自宅から近く、歩いて行ける」ことが 51.1％、 費用がかからない・安価である」ことが 39.2％

となっており、利便性と経済性が参加を促す重要な要素となっています。 

２ 地域での生活の継続

に向けた支援 

３ 認知症の人にやさし

いまちづくりの 

推進 

４ 安全・安心な住生活

環境の確保 

５ 介護人材の確保・育

成 

６ 介護保険制度の適正

運営 

調査結果（傾向） 

◦社会的孤立・孤独感（問 51～54（P10）） 

 人とのつきあいがない」 孤独である」といった主観的・客観的な孤立状況を測定します。 

◦頼れる人の有無（問 63～67（P14、15）） 

心配事の相談相手、病気時の看病者、緊急時の連絡先など、家族以外の 地域でのつながり」があ

るかを確認します。 

◦ひきこもりの 8050 問題（問６・問６-１（P3）） 

同居する 64 歳以下の家族のひきこもり状況を把握し、複合的な課題を抱える世帯への支援策を検

討します。 

・社会的孤立に関しては、 人とのつきあいがない」と、ときどき感じる・よく感じる層が 34.6％、

 孤独である」と感じる方が 20.2％となっています。 

・頼れる人の有無については、病気時の看病者が いない」とする回答が 9.0％存在し、家族や友

人以外で相談する相手が いない」方は 41.8％と高い割合となっています。 

・64 歳以下の同居家族がいる世帯のうち、6か月以上外出しない等のひきこもり状態にある家族が

いる割合は 10.9％となっており、複合的な課題を抱える世帯への支援が急務となっています。 

◦認知症の理解とイメージ（問 83（P18）） 

認知症になっても地域で暮らしていくことができると思っているか、認知症に対するイメージを問

い、 新しい認知症観」の啓発の必要性を測ります。 

◦共生社会への意識（問 84～86（P18、19）、問 89（P19） 

認知症の人の社会参加や自己決定を尊重する意識が市民にあるか、地域での受容性を確認します。 

◦神戸モデル・権利擁護の認知（問 87・88（P19）、問 92・93（P20）） 

診断助成制度や事故救済制度、成年後見制度が浸透しているかを確認し、制度利用の促進につなげ

ます。 

・認知症のイメージについては、医療や介護等のサポートがあれば地域生活が可能と考える方が

25.4％である一方、施設入所が必要と考える方も 22.4％存在します。 

・共生社会への意識では、本人の自己決定の尊重を肯定する意見が 51.4％となっています。 

・神戸市独自の診断助成制度の認知度は 53.3％ですが、事故救済制度は 28.9％、成年後見制度の

相談窓口は 16.1％に留まっており、制度の更なる周知が課題となっています。 

◦災害への備え（問 55（P10）） 

備蓄や避難経路の確保など、自助の状況を確認します。 

◦災害時の共助活動（問 61（P13）） 

地域での避難訓練や要援護者支援に参加する意欲があるかを問い、共助の可能性を探ります。 

◦住居形態（問５（P3）） 

持家か賃貸か、一戸建てか集合住宅かといった住まい環境を把握します。 

・災害への備えについては、 飲料水や非常食などの備蓄」をしている方が 55.6％と約半数を超え

ていますが、 家族との避難場所の共有」は 22.0％、 持ち出し袋の準備」は 25.4％に留まって

います。共助活動への意欲は、 ぜひ参加したい」または「 参加してもよい」とする前向きな回

答が 69.7％となっており、高い参加意欲が伺えます。住居形態については、持家の一戸建てが

50.7％、持家の集合住宅が 28.3％となっており、約 8割の方が持家に居住しています。 

◦就労・社会参加意欲（問 57（P12）、問 62（P14）） 

仕事やボランティア活動への参加意欲を確認し、介護助手や地域の担い手としてのポテンシャルを

探ります。 

◦ICT 利用状況（問 45（P9）） 

スマートフォンやタブレットの利用状況を把握します。 

・現在の就労状態は、引退した方が 51.8％である一方、非常勤や自営業等で働く方も約 3割存在し

ます。地域活動への参加意欲については、参加者として「 ぜひ参加したい」または「 参加しても

よい」とする前向きな回答が 60.6％となっており、地域の担い手としての高い可能性が示されて

います。ICT の利用状況に関しては、スマートフォンやタブレットを よく利用している」また

は「 ときどき利用している」方の合計が 79.4％となっており、約 8割に普及している状況となっ

ています。 

◦経済的な暮らし向き（問４（P3）） 

生活のゆとりについて主観的な感覚を問います。 

◦介護保険料に対する考え方（問８（P4）） 

サービス充実のために保険料上昇を許容するか、抑制を望むか、市民の意向を確認します。 

・現在の経済的な暮らし向きについては、 ふつう」と感じている方が 53.1％で最多となっていま

すが、 大変苦しい」または「 やや苦しい」と回答した方の合計は 34.1％に達しています。今後

の介護保険料に関する意向では、 サービスの見直しや利用者負担の増などにより、保険料を抑

制するべき」とする回答が 45.8％で最も多くなっています。 現状を維持する」は 34.8％、 サ

ービス充実のため上昇もやむを得ない」は 7.7％となっており、保険料の抑制を求める声が強い

傾向となっています。 
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第 10 期介護保険事業計画策定に係る実態調査結果【在宅高齢者実態調査】 

 

 

 

 

◦口腔機能・オーラルフレイル（問７（P7、8）） 

むし歯、飲み込みにくさ（嚥下機能）、口腔ケアの状況。 

◦通所サービスでの活動・改善状況（問 31（P19、20）） 

デイサービス等での活動内容や、１年前と比較した要介護度の変化（維持・改善・悪化）。 

【現行計画】の体系 

 

主な調査項目 

１ フレイル予防をはじ

めとした介護予防の

推進 

・口腔機能については、固いものが噛めない方が 23.8％、飲み込みにくさを感じる方が 9.8％とな

っており、オーラルフレイルを 知らない」層は 47.0％に及びます。 

・通所サービスでの活動は健康体操が 60.3％と最も多く、この 1年間で「 状態を維持している」と

回答した方は 59.5％、要介護度が 改善した」方は 6.0％となっています。 

２ 地域での生活の継続

に向けた支援 

３ 認知症の人にやさし

いまちづくりの 

推進 

４ 安全・安心な住生活

環境の確保 

５ 介護人材の確保・育

成 

６ 介護保険制度の適正

運営 

調査結果（傾向） 

◦在宅医療の利用状況（問５（P4～7）） 

医師・看護師・歯科医師等の訪問頻度や、具体的な医療処置（点滴・経管栄養・喀痰吸引等）の有

無。 

◦主たる介護者の実態（問 33～40（P21～23）） 

介護者の年齢・続柄、離職の有無（介護離職）、仕事と介護の両立における調整状況、負担感。 

◦利用サービスと不足サービス（問 29（P17、18）、問 32（P20）） 

介護保険外も含めたサービスの利用状況と、今後の継続に必要な支援（見守り、外出同行など）。 

・在宅医療では、医師の訪問は 月に 1 回」が 47.1％と最も多く、医療処置は 浣腸や摘便」が

2.9％、 尿路カテーテル」が 1.3％等となっています。 

・主な介護者は 子」が 51.3％を占め、介護離職者は 8.7％となっています。就労中の介護者の

57.1％が「 問題はあるが、何とか続けていける」状況にあり、35.9％が「 自分の時間がとれない」

ことに困窮しています。 

・今後の在宅生活継続には、掃除・洗濯や外出同行等の支援が必要とされています。 

◦認知症に関する意識・相談（問 10（P9～11）） 

診断助成制度の認知、心配事の相談先、地域での生活継続に対するイメージ。 

◦成年後見制度（問 11（P11）） 

制度の認知度。 

◦認知症サポーターへの依頼（問 41（P24）） 

サポーターに具体的に何をしてほしいか（話し相手、見守り等）。 

・認知症診断助成制度の認知度は 61.1％となっており、心配事の相談先は「 家族「・親族」が 63.3％、

 ケアマネジャー」が 38.1％となっています。認知症に対するイメージは「 身の回りのことがで

きなくなり、介護施設に入ってサポートを利用する」が 20.2％、「 医療「・介護等のサポートを利

用しながら地域で生活していける」が 20.0％となっています。 

・成年後見制度の認知度は 65.3％となっており、認知症サポーターに対しては 本人の話し相手」

を求める方が 11.6％、 短時間の見守り」を求める方が 6.4％となっています。 

◦バリアフリー化の状況（問 26（P16）） 

手すり、段差解消の有無と、今後の住み替え意向。 

◦特養の入所申込（問 24・25（P15）） 

申込の有無、申込理由（在宅介護の限界、介護者不在など）、支払可能な費用額。 

◦災害への備え（問 17（P13）） 

避難経路の確保や備蓄状況 

・住居のバリアフリー化では 階段、トイレ、浴室への手すり設置」が 74.0％となっている一方、

43.3％が現状を 不十分」と考えています。 

・特別養護老人ホームへの申込理由は「 ただちに必要ないが将来のため」が 30.8％、 介護者の高

齢や疾病」が 28.2％となっており、月額費用は「 5 万円から 10 万円未満」を希望する層が 25.6％

と最多です。 

・災害への備えは 飲料水や非常食の備蓄」が 40.2％となっていますが、 避難方法の決定」は

13.3％にとどまっています。 

◦訪問介護の利用時間・内容（問 30（P18）） 

実際にヘルパーがどの程度の時間、何をしているか（身体介護か生活援助か）。 

◦仕事と介護の両立（問 36・37（P22）） 

家族が介護のために仕事を辞めたか、働き方を調整しているか。 

・訪問介護の利用実態は「 掃除」が 57.7％と最多であり、1回あたりの利用時間は「 30 分以上 1 時

間未満」が 61.8％となっています。 

・仕事と介護の両立に関しては、主な介護者の 8.7％が介護を理由に離職しており、就業者の 30.4％

が労働時間を調整しながら従事しています。両立に効果的な支援策としては「 介護休業や介護休

暇等の制度の充実」が 32.2％、 労働時間の柔軟な選択」が 28.1％となっており、職場環境の柔

軟性が強く求められています。 

◦保険料に対する考え方（問 28（P17）） 

サービス充実のための保険料増額を容認するか、抑制を望むか。 

◦施設費用の負担能力（問 25（P15）） 

施設入所時に負担できる月額費用。 

・今後の介護保険料のあり方については、 現状を維持する」との回答が 37.3％で最も多く、 負

担を増やすなどにより抑制するべき」とする意見も 31.3％に達しています。これに対し、 サー

ビス充実のために保険料が高くなっても仕方がない」とする容認派は 12.8％にとどまっていま

す。 

・施設入所時の月額費用負担能力は、 5万円から 10 万円未満」が 25.6％、 10 万円から 15 万円

未満」が 19.5％となっており、4 割強の方が 15 万円未満での対応を希望している状況となって

います。 
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第 10 期介護保険事業計画策定に係る実態調査結果【施設調査】 

 

 

 

 

◦地域開放・ボランティア 

特養・老健：問 12・13｜特定・GH：問 11・12 

 

 

【現行計画】の体系 

 

主な調査項目 

１ フレイル予防をはじ

めとした介護予防の

推進 

・地域社会との連携を示すボランティアの受入状況は、認知症対応型共同生活介護で 60.7％、特定施設入居者生活介護で 49.6％の施設が「 ボランティア

はいない」と回答しており、高齢者の社会参加の場として活用できる可能性があると考えられる。 

２ 地域での生活の継続

に向けた支援 

３ 認知症の人にやさし

いまちづくりの 

推進 

４ 安全・安心な住生活

環境の確保 

５ 介護人材の確保・育

成 

６ 介護保険制度の適正

運営 

調査結果（傾向） 

◦在宅復帰・在宅療養支援 

老健：問５ 

◦看取り（ターミナルケア）の実施 

特養・老健：問 10｜特定・GH：問９ 

◦入所困難な理由 

全施設共通：問３または問１ 

◦医療的ケアの受入実態 

特養・老健・医療院：問９｜特定・GH：問８ 

◦権利擁護・虐待防止 

特養・老健：問 11｜特定・GH：問 10 

 

・介護老人保健施設における在宅復帰「・在宅療養支援機能加算等の算定は 75.6％となっており、利用者や家族への十分な説明と同意の取得はすべての施

設で行われ、在宅復帰に向けたリハビリテーションサービスの強化や地域医療機関との連携強化に重点を置いた取り組みが進められています。 

・看取りに関する加算の算定率は、介護老人保健施設で 85.4％、特別養護老人ホームで 74.7％と体制整備が進んでいる一方で、認知症対応型共同生活介

護では 56.0％にとどまっており、医療連携体制の充実度が看取りの実施状況に影響しています。 

・入所が困難な理由として、特別養護老人ホームでは 84.4％、介護老人保健施設では 66.7％、認知症対応型共同生活介護では 58.0％の施設が 高度な

医療的ケアが必要であるため」を第一位に挙げており、医療依存度の高さが施設受入の最大の障壁となっています。 

・医療的ケアの実施状況を見ると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設では喀痰吸引や胃ろう等の対応が一定数行われていますが、認知症対応型共

同生活介護では実施実績が乏しく、医療対応に限界が見られます。 

・権利擁護「・虐待防止体制については、全施設類型において職員研修の実施率が 95％以上と高い水準「（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医

療院では 100％）となっており、体制整備が進んでいます。 

 

  

◦事故・災害対応 

特養・老健：問 14｜特定・GH：問 13 

◦施設の改築・改修予定 

特養・老健：問 16｜特定・GH：問 15 

◦待機者数 

特養：問１、GH：問１ 

◦特定施設の指定意向 

特定施設・サ高住：問 15 

 

・災害時の対応について、マニュアルの策定や避難訓練の実施率は、すべての施設類型において高い水準となっています。一方で、災害時における要援

護者の受け入れ体制については、特別養護老人ホームでは 79.7％と整備が進んでいますが、介護老人保健施設や認知症対応型共同生活介護では 30％

台にとどまっており、地域防災拠点としての機能にはばらつきが見られます。 

・施設の改築や改修に関しては、今後 10 年以内に 全面改築が必要」と考えている施設が介護老人保健施設で 26.8％、特別養護老人ホームで 12.7％存

在します。また、老朽化に伴う設備機器の更新については、介護老人保健施設の８割以上、特別養護老人ホームの７割以上が必要性を認識しており、

ハード面の更新需要が高まっています。 

・特別養護老人ホームにおける待機者数は、１施設平均で 43.13 人、合計 3,278 人（うち神戸市在住者は 2,619 人）となっており、依然として多くの待

機者が存在しています。一方、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の待機者数は、１施設平均で 2.11 人、合計 171 人となっています。 

・また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等における特定施設入居者生活介護の指定状況については、現在指定を受けていない施設の 91.8％

が 特定施設の指定を受けることは考えていない」と回答しており、今後、特定施設への転換を予定または希望している施設は 8.2％にとどまる傾向

となっています。このことから、既存の住宅型施設から特定施設への移行による供給量の増加は限定的であると考えられます。 

 

◦職員の充足状況と離職理由 

全施設共通：問６または問５ 

◦ICT・介護ロボットの導入 

特養・老健：問 15｜特定・GH：問 14 

・職員の充足状況については、特別養護老人ホームで 59.5％、介護老人保健施設で 56.1％が「 不足している」と回答しており、人手不足感が顕著となっ

ています。離職の主な理由としては、全施設類型を通じて「 職場の人間関係」が最多となっており、次いで家庭の事情や健康問題が挙げられています。 

・ICT「・介護ロボットの導入状況を見ると、特別養護老人ホーム等では見守りセンサーや記録システムの導入が進んでいますが、認知症対応型共同生活介

護では 50.0％が「 導入していない」と回答しており、種別による差が見られます。導入を阻む要因としては、 導入費用の高額さ」が全ての施設で最

大の課題となっており、加えて 費用対効果が不明」や 職員が使いこなすことの難しさ」が挙げられています。 

  

３ 
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計画の意義　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 本計画は、「 神戸市民の福祉を まも る条例」 に基づいて、 市の果たすべき 責務を 具体的に明示す

るこ と により 、 高齢者保健福祉施策の体系的� 総合的推進を図ろ う と するも のです。

● 介護保険事業計画と 老人福祉計画（ 本市では、「 神戸市高齢者保健福祉計画」） は、 一体的策定が

義務づけら れている こ と から、 本計画は、『 介護保険事業計画と 神戸市高齢者保健福祉計画』 の

一体の計画（ 以下「 介護保険事業計画」 と いう ） と し て策定し ています。

● また、 介護保険事業計画は、 要介護者等の保健、 医療、 福祉又は居住に関する他の計画と 調和を

保つこ と と なっ ており 、 本計画は、「 神戸市認知症施策推進計画」 や「 神戸市高齢者居住安定確

保計画」 と も 一体の計画と し て策定し ています。

第１ 節　 策定趣旨 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 本市のまちづく り を 進めるにあたっ ては、 総合基本計画と し て、 2 0 2 5 年を 目指し た長期的な方

向性を 示す「 第５ 次神戸市基本計画 神戸づく り の指針」、 2 0 2 5 年度を目標年次と する実行計画

「 神戸 2 0 2 5 ビジョ ン」 が策定さ れています。

● 本計画は、 市町村地域福祉計画に位置づけら れる「 “ こ う べ ” の市民福祉総合計画 2 0 2 5 」 と の

連携を図っ ています。

● また、 兵庫県地域医療構想における病床の機能分化�連携の推進に伴う 、 在宅医療等の新たなサー

ビス必要量に関し て、「 兵庫県保健医療計画」 と の整合性を図っ ています。

第２ 節　 計画の位置づけ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 2 0 24 年度から 2 02 6 年度の３ か年計画と し ます。

第３ 節　 計画期間

● 本市では、学識経験者�保健医療関係者�福祉関係者等で構成さ れる介護保険専門分科会において、

本計画の実施状況の点検や課題検討を行う など、 介護保険事業の円滑な推進を図っ ています。

● 本計画の実施状況については、 市民の方へ随時情報提供し ていき ます。

第４ 節　 計画の推進体制
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 02  第 2 部　 目的と 目標

目的と 目標

高齢者が尊厳を も っ て 、 自立し た 生活を 営むこ と がで き る 社会の実現

高齢者は、 加齢に伴う 心身の変化により 要介護状態と なっ たと し ても 、 尊厳を 保持し 、 自分

自身の意思に基づいて、 住み慣れた地域で自立し た日常生活を営む権利があり ます。

本計画においては、 高齢者がその権利を 十分に擁護さ れる社会の実現を目指すため、 高齢者

を と り まく 現状と 課題を 整理し 、 必要な保健医療サービス及び福祉サービス等の施策を定めて

います。

介護保険法においては、 国民の努力及び義務と し て、「 国民は、 自ら 要介護状態と なるこ と を

予防するため、 加齢に伴っ て生ずる心身の変化を自覚し て常に健康の保持増進に努める」 こ と

が定めら れています。 高齢者が自立し た日常生活を営むためには、 まずは要介護状態と なるこ

と を予防するこ と 、 つまり 介護予防の推進が重要です。

さ ら に、 高齢者の意思と 多様なニーズを 尊重し 、 対応し ていく ためには、 地域包括ケアの更

なる深化� 推進を 行いつつ、 多様な選択肢を検討� 構築し ていく 必要があり ます。 また、 高齢

者がそれら サービスを適切に検討及び選択でき るよう にするためには、 ひと り 暮ら し 高齢者や

認知症等の判断能力が不十分な方への支援も 含め、 十分な情報提供と 相談体制の整備が重要で

す。

また、 必要な介護サービスを 提供でき るよう にするためには、 サービスの担い手である介護

人材の確保� 定着が不可欠です。 国や県、 関係団体と 連携し 、 多様なサービスの担い手の確保、

介護現場における業務負担軽減、 職場環境の改善を推進し ていき ます。

また、 介護保険は、 給付と 負担の関係が明確である社会保険方式が採用さ れており 、 保険料

と 税金で支えら れている市民の「 助け合い」 の制度であるこ と から も 、 より 市民に信頼さ れる

制度運営を 心がける必要があり ます。 そのため、 低所得者には配慮し つつ、 必要なサービス水

準の財源を確保すると と も に、 介護保険制度の適正運営を図っ ていく 必要があり ます。

第１ 節　 目的　 　
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第２ 節　 中長期的な将来展望　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

【 神戸市の推計人口の推移（ 年齢３ 区分別）】

【 神戸市の高齢者（ 第１ 号被保険者）の推計人口の推移】

① 将来人口推計

わが国においては、 全国的に 4 0 ～ 6 4 歳までの生産年齢人口の減少が進む一方で、 高齢

者人口は増加の一途を辿り 、 2 0 4 0 年頃にピーク を迎えると 予想さ れています。

本市も 例外ではなく 、 総人口は減少し 、 生産年齢人口は、 20 3 0 年頃より 、 急減する見込

みと なっ ています。

②高齢者（ 第１ 号被保険者） の将来人口推計

本市の高齢者人口は、 7 5 歳以上の後期高齢者を 中心に増加の一途を 辿り 、 2 0 4 0 年頃に

ピ ーク を 迎える と 見込まれますが、 それよ り も 早い 2 0 3 5 年頃には、 介護ニーズが高まる

8 5 歳以上の高齢者人口がピーク と なると 見込んでいます。

※2023年は6月末時点、

　2024年以降は推計値

※2000年は4月末、2021・2022年は各年9月末、

　2023年は6月末時点、2024年以降は推計値
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【 神戸市の 8 5 歳以上の推計人口の推移】

【 神戸市の要介護（ 要支援） 認定者数の推移】

③要介護（ 要支援） 認定者の将来人口推計

本市の要介護（ 要支援） 認定者は、 高齢者の増加に伴い、 要支援認定者を中心に増える見

込みです。 8 5 歳以上がピーク を迎える 2 0 3 5 年頃には、 要介護（ 要支援） 認定者数も 約 1 0

万８ 千人と なり 、 最多と なる見込みと なっ ています。

※棒グラフの数値は第2号被保険者を含む

※2000年は4月末、2021・2022年は各年9月末、2023年は5月末の各時点、

　2024年以降は推計値

こ のよう な人口動向や介護ニーズの見込みを適切に踏まえて、制度の枠や「 支える側」「 支

えら れる 側」 と いう 関係を 超えて、 高齢者を はじ めと し た地域のあら ゆる人が役割を 持ち、

助け合いながら 地域をと も に創っ ていく 地域共生社会の実現を 目指し、 適切な介護サービス

基盤を計画的に確保し ていきます。

※2023年は6月末時点、

　2024年以降は推計値
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第3 節　 目標（ 施策の柱） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

目的を 達成するための指標と し て、 ６ つの目標（ ＝施策の柱） を設定し 、 各種施策を 計画的

に推進し ていき ます。

目 的

目 標 施 策 の 柱

高齢者が尊厳をも っ て、 自立し た生活を営むこ と ができる社会の実現

フ レ イ ル予防を はじ めと

し た介護予防の推進

（ 第３ 部 第１ 章）

認知症の人にやさ し い

ま ち づく り の推進

（ 第３ 部 第３ 章）

介護人材の

確保 育成

（ 第３ 部 第５ 章）

地域での生活の継続に

向けた支援

（ 第３ 部 第２ 章）

安全 安心な 

住生活環境の確保

（ 第３ 部 第４ 章）

介護保険制度の適正運営

（ 第３ 部 第６ 章）
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施策

第１ 節　 フレ イル予防と 活動・ 参加の推進　

第１ 章　 フレ イル予防をはじ めと し た介護予防の推進　
【 目標� 施策の柱１ 】

①普及啓発及び多様な活動を促進する環境づく り

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● フ レ イ ル※の進行や認知機能の低下防止のため、 身近な地域で多様な活動ができ る よ う 、

気軽に参加できる「 つどいの場」 を整備� 充実し ていきます。

※フ レ イ ル： 病気ではないが、 年齢と と も に筋力や心身の活力が低下し 、 介護が必要に

なり やすい、 健康と 要介護の間の虚弱な状態のこ と 。

● 人生 1 0 0 年時代を 見据え、 多様な年代や生活スタ イ ルに対応するため、 様々な媒体で啓

発を 行う こ と が重要です。 高齢者の心身の状況や生活習慣、 趣向等に応じ た介護予防の

参加機会を提供し 、 自己選択でき るよう な情報発信を行っ ていき ます。

〈 主な施策〉

● つどいの場の設置促進

　「 つどいの場」 は、 フ レ イ ル予防や健康づく り をはじ め、 ボラ ンティ ア活動、 スポーツ

の会や趣味活動、 学習� 教養サーク ル等、 地域で開催さ れている 住民主体の高齢者の交

流の場です。 人と 人と のつながり を 通じ て生き がいややり がいを 感じ、 活動が充実し て

いく よう な地域づく り を行います。

� つどいの場支援事業

　 地域で自主的に行われる つどいの場に対し 、 運営費の一部を 補助する と と も に、 生

活支援コ ーディ ネータ ーやあんし んすこ やかセンタ ーが立ち上げや運営を支援し ます。

■ 補助団体数： 2 0 8 団体（ 2 02 2 年度実績）

� 地域拠点型一般介護予防事業

　 体操や給食� レ ク リ エーショ ン に加え、 専門職によ る介護予防講座を 実施し 、 地域

に根ざし た介護予防活動に取り 組みます。

■ 実施箇所数： 9 5 箇所、 参加者数： 約 1 ,5 0 0 人 / 月（ 2 0 22 年度実績）

� 介護予防カ フ ェ

　 民間企業と 連携し 、 地域の集会所等で高齢者が集まる 介護予防カ フ ェ の立ち上げを

支援すると と も に、 引き 続き住民の自主的な取り 組みを支援し ます。

■ 実施箇所数： 8 2 箇所（ 2 0 22 年度実績）

第
１
部 

計
画
の
意
義

第
２
部 

目
的
と
目
標

第
３
部

　
施

策

第
４
部
　
介
護
サ
ー
ビ
ス

量
等
の
見
込
み

第
５
部
　
介
護
保
険
事
業
の

費
用
と
負
担



第 3 部　 施策  07 

● 介護予防� 日常生活支援総合事業の推進

　 訪問型サービ ス及び通所型サービ スの内容について、 事業評価を 踏まえながら、 利用

者の状態や生活スタ イ ルにより 適応するよう 、必要な見直し を行います。 また、住民団体�

Ｎ Ｐ Ｏ� 民間企業等の多様な主体によ る 生活支援� サービ スが提供でき る よ う 、 新たな

担い手の発掘や体制づく り に取り 組みます。

� フ レイ ル改善通所サービス

　「 栄養（ 食� 口腔機能）」「 運動」「 社会参加」 を バラ ンスよ く 取り 入れたプログラ ム

を 提供し 、 サービ ス利用中から 社会参加や健康づく り 活動を 継続でき る よう に支援し

ます。

■ 実施箇所数： 各区１ 箇所

● 普及啓発

� フ レイ ルチェ ッ ク

　 日常生活や認知機能等のアン ケート と 、 運動や口腔機能等の簡易な測定を 行う フ レ

イ ルチェ ッ ク を、 市内薬局や特定健診会場等において実施し ます。 また、 市民フ レ イ

ルサポータ ーによるフ レ イ ルチェ ッ ク 会の実施や市民主体のフ レ イ ル啓発活動を 支援

すると と も に、 広く 市民に周知� 啓発し ます。

■ 実施人数： 市内薬局 4 9 4 人（ 協力薬局 4 08 箇所）

特定健診会場 1 ,1 62 人 ( いずれも 2 0 2 2 年度実績 )

■ フ レイ ルチェ ッ ク 会参加者数： 15 6 人 (2 0 2 2 年度実績 )

� 生活支援訪問サービス

　 本市の定める 研修を 修了し た方等が、 軽度の方 ( 要支援者� 総合事業対象者 ) の自

宅を訪問し 、 掃除や買物等の生活援助を提供し 、 自立を支援し ます。

■ 指定事業所数： 3 3 5 事業所 (2 02 2 年度実績 )

■ 利用者数： 約 2 ,4 0 0 人 / 月 (2 0 2 2 年度実績 )

� 住民主体訪問サービス

　 Ｎ Ｐ Ｏ 法人等のボラ ンティ アが、 掃除や買物等の生活援助を提供し ます。

■ 実施団体数： 5 団体 (2 02 2 年度実績 )

� フ レイ ル予防支援事業

　 6 5 歳以上を対象に、 フ レイ ルチェ ッ ク や、 地域の特性を考慮し たフ レイ ル予防のた

めの講話� 体操等のプログラ ムを実施し ます。

■ 実施人数： 92 7 人 (2 0 2 2 年度実績 )

< 低栄養の方の割合 >

　 本市は他都市と 比較すると 、 低栄養の傾向割合が「 6 5 ～ 69 歳」 でやや高く 、「 7 0

～ 74 歳」 で高く なっ ている。（「 健康と く ら し の調査※ (2 0 2 2 年度 )」 より ）

※要介護認定等を 受けていない 6 5 歳以上の方へのアンケート 調査
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 08  第 3 部　 施策

健　 康 プレフレイル フレイル 要介護

� Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た啓発

　 Ｉ Ｃ Ｔ の活用も 含めて、 つどいの場等の地域資源を 記載し たマッ プ等を 作成し 、 地

域住民と 共有するなど、 個々人に応じ た介護予防の取り 組みが選択でき るよう に環境

整備を進めます。

� 介護予防� フ レイ ル予防応援サイ ト

　 自宅でも 楽し んでフ レイ ル予防に取り 組めるよう 、「 介護予防� フ レイ ル予防応援サ

イ ト 」 を通じ 、「 元気！いきいき ！！体操」 等の高齢者向けコ ンテンツを発信し ます。

� 神戸市オリ ジナル体操（ 元気！いきいき ！！体操）

　 つどいの場での活動支援のため作成し た体操Ｄ Ｖ Ｄ について、 自宅での取り 組みも

含め、 幅広く 普及を図り ます。

< 転倒に対する不安の割合 >

　 転倒に対する不安をお持ちの方（「 と ても 不安」「 やや不安」） の割合は、 要介護認定

を 受けていない方では約４ 割に対し 、 受けている方では約９ 割になっ ている。（「 健康

と く ら し の調査 (2 0 22 年度 )」「 在宅高齢者実態調査※（ 2 0 2 2 年度）」 より ）

※要介護認定を 受けている 6 5 歳以上の方へのアンケート 調査

□「 フ レ イ ル」 の認知率（ 目標）

2 0 2 2 年度 2 0 2 5 年度

「 フ レ イ ル」 と い う 言葉を 良く 知っ て お り

予防活動を し て いる 方の割合
1 8 .8 ％ 3 0 . 0 ％

※健康とくらしの調査（2022 年度）より
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②エビデンスを活用し た効果的な介護予防施策の展開

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 学識経験者や関係機関と 連携し 、 高齢者の心身の多様な課題に対し て、 エビデンスを活用

し た事業展開を行う と と も に、 その効果について評価検証を行っ ていき ます。

● 介護予防や健康づく り がより 推進さ れるよう 、 イ ンセンティ ブについても 検討を行っ てい

き ます。

〈 主な施策〉

● 大学等と 連携し た介護予防の評価

　 日本老年学的評価研究（ Ｊ Ａ Ｇ Ｅ Ｓ ） プロ ジェ ク ト やＷＨ Ｏ 等の研究機関や、 大学等

と 連携し 、 介護予防事業についてＰ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを 回し ながら、 効果的な事業を 展開

し ます。 また、 スマート フ ォ ン やタ ブレ ッ ト 等のＩ Ｃ Ｔ 機器を 活用し た地域住民の交流

の機会を設け、 その効果について検証し ます。

● データ を活用し た介護予防の取組

　 後期高齢者の医療� 介護� 健診等のデータ を 活用し 、 疾病予防� 重症化予防と フ レ イ　 　

ル予防の一体的な取り 組みを 行います。 低栄養等の健康課題への支援と し て、 地域のつ

どいの場に専門職を 派遣し 、 健康相談や受診勧奨等も 進めます。 重症化予防や低栄養等

の対策が必要な方には個別支援を実施し ます。

　 また、 Ｉ Ｃ Ｔ を活用し たサービス提供を促進し ます。

③地域リ ハビリ テーショ ンの推進

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 医療� 介護分野において多職種連携によ る切れ目のないリ ハビリ テーショ ン 支援体制を

構築すると と も に、 市民や関係者にリ ハビリ テーショ ンの理解促進を図り ます。

〈 主な施策〉

● 神戸市リ ハ職種地域支援協議会と の連携

　 リ ハビ リ 専門職（ 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士） の職能団体「 神戸市リ ハ職　

種地域支援協議会」 と の連携等、 資源の把握も 含めたリ ハビ リ の充実を 図り ます。 リ ハ

ビ リ 専門職が地域の様々な拠点に出向き 、 自立支援等に関する 啓発や人材育成を 行う 取

り 組みを推進し ます。

● 多職種による地域ケア会議への参画

　 地域ケア会議等に、 リ ハビリ 専門職をはじ め、 口腔機能� 口腔衛生等の観点から 歯科衛

生士、栄養摂取等の観点から 管理栄養士等の多職種の専門職が参画し 、高齢者の自立支援�

重度化防止に向けた助言を行います。

　 また、 そのノ ウハウや事例を共有し 、 積み重ねるこ と で施策へ反映し ます。

■ 地域ケア会議へのリ ハビリ 専門職等の参加状況： 2 3 人（ 2 02 2 年度実績）
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 10  第 3 部　 施策

第2 節　 健康づく り 対策　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 生涯を通じ た健康づく り を推進し 、「 健康創造都市Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ 」 を目指すためには、 適切な

生活習慣の確立を図ると と も に、「 ヘルスケアデータ 連携システム」 等の医療� 健康デー

タ を 活用し た保健事業を 推進し 、 健康格差の縮小と 健康寿命の延伸に向け、 重点的に取

り 組むべき 方策の検討が求めら れています。

● 口腔機能を維持するための取り 組み（ オーラ ルフ レイ ル※対策） を推進し ていき ます。

※オーラ ルフ レ イ ル： わずかな むせ、 食べこ ぼし 、 発音がはっ き り し な い、 噛めな い

食品の増加等の口の機能の低下のこ と 。

〈 主な施策〉

● 科学的データ に基づく 保健事業の推進

　 保健�医療�介護分野において、「 ヘルスケアデータ 連携システム」 等の医療�健康デー

タ を 活用し 、 エビ デン スに基づく 政策立案（ Ｅ Ｂ Ｐ Ｍ） を 推進する こ と で、 市民の健康

寿命の延伸、 健康格差の縮小、 疾病予防や生活機能の改善（ フ レ イ ル予防） 等、 健康増

進に向けた保健事業を効果的に実施し ます。

● 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的な実施（ 重症化予防� 低栄養対策）

　 後期高齢者の医療� 介護� 健診等のデータ を 活用し 、 疾病予防� 重症化予防と フ レ イ

ル予防の一体的な取り 組みを 行います。 重症化予防や低栄養等の対策が必要な方には個

別支援を実施し ます。

□ 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的な取り 組みの実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

ポピ ュ レ ーシ ョ ン

ア プ ロ ーチ

実施箇所数 4 4 箇所
4 4 箇所

（ 合同圏域）

実施人数 8 2 0 人 8 8 0 人

ハイ リ ス ク ア プ ロ ー チ

( 個別支援 )

重症化予防 1 ,1 9 4 人 2 ,7 3 0 人

低栄養対策 1 6 5 人 3 0 0 人
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● 健康教育による普及啓発

　 生活習慣病予防や健康寿命延伸、 介護予防等を テーマと し た健康教育を 地域福祉セン

タ ー等の身近な会場で実施し ます。

□ 健康教育（ 高齢者向けの健康づく り ） 実施状況（ 年間目標）

□ オーラ ルフ レ イ ルチェ ッ ク 事業実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

実施回数 2 5 回 3 5 回

実施人数 5 1 5 人 2 ,5 0 0 人

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

利用率 6 5 歳： 1 5 . 2 ％
6 5 歳： 2 0 ％

7 5 歳： 1 5 ％

□ 訪問歯科診療事業� 訪問口腔ケア事業実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

訪問歯科診療

利用者数 1 5 2 人 1 6 0 人

延訪問回数 6 2 3 回 6 4 0 回

訪問口腔ケア

利用者数 1 2 3 人 1 8 0 人

延訪問回数 1 ,0 3 4 回 1 ,6 2 0 回

< オーラ ルフ レイ ルの認知率 >

2 0 2 2 年度 22 .0 % （ よく 知っ ている 4 .5 ％、 だいたい知っ ている 1 7 .5 ％）

（「 在宅高齢者実態調査（ 2 0 2 2 年度）」 より ）

● オーラ ルフ レイ ル対策等の歯科口腔保健の推進

　 地域の歯科医院で 6 5 歳及び 7 5 歳（ 後期高齢者歯科健診） を対象とし て、 オーラ ル

フレイルチェッ ク 事業を行い、 口腔機能の改善を図ること でフレイル予防へ繋げます。

　 オーラルフレイルの認知度が低いことから、 引き続きオーラルフレイル予防を啓発します。

　 また、 食べるこ と への支援およ び誤嚥性肺炎予防等の観点から 、 在宅等への訪問歯

科診療事業� 訪問口腔ケア事業を推進し ます。
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第3 節　 生涯現役社会づく り 　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者の社会参加を 促進し 、 地域の中で生き がいや役割を 持っ て生活でき る 環境づく り

を進めていき ます。

● 定年後の就労やボラ ン ティ ア活動等、 様々な形で高齢者が社会参加でき る 社会の実現に

向け、 ニーズ把握や企業と のマッ チング等に取り 組んでいき ます。

● 介護人材不足が将来にわたり 見込まれる中、 高齢者に対する生活支援サービスや介護サー

ビ スの担い手と なる など、 地域社会の幅広い支え手のひと り と し て元気な高齢者が活躍

できる取り 組みが求めら れています。

〈 主な施策〉

● Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シニア元気ポイ ント

　 高齢者が介護施設等において 、 ボラ ン テ ィ ア活動を 行っ た際にポイ ン ト を 交付する

「 Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シニア元気ポイ ン ト 制度」 について、 Ｉ Ｃ Ｔ を 活用し た効果的な広報等を 通

じ 、 活動登録者と 対象施設を 増やし ます。

□ Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シニア元気ポイ ン ト 登録者数（ 累計目標）

□ シルバーカ レ ッ ジ「 社会貢献講座」 参加者数（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

登録者数 1 ,5 1 6 人 7 ,0 0 0 人

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

参加者数 7 0 6 人 9 1 8 人

● 老人ク ラ ブ（ Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ シニアク ラ ブ） への支援

　 今まで以上に活動し やすく する ため、 使途が分かれていた複数の補助金の一本化や補

助金の手続き の簡素化等を 実施し まし た。 引き 続き、 老人ク ラ ブに高齢者が数多く 参加

できるよう 支援を行います。

● シルバーカ レッ ジによる地域貢献

　 時代やニーズに即し た地域社会への貢献活動に繋げる ため、 定期的なカ リ キュ ラ ムの

点検� 見直し を 行い、 地域リ ーダーの養成や社会貢献活動を 支援する カ リ キュ ラ ムの充

実を図り ます。
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● 各区ボラ ンティ アセンタ ーにおけるボラ ンティ ア支援

　 各区のボラ ンティ アセンタ ーで、 相談、 マッ チング調整、 養成等により 、 ボラ ンティ ア

活動を支援し ます。 Ｉ Ｃ Ｔ 等の新し いツールを活用し た取り 組みを推進し 、 ボラ ンティ ア

活動の活性化を図り ます。

■ マッ チング件数： 5 83 件（ 2 0 2 2 年度実績）

● 高齢者の就労支援対策

　 高齢者の就労を推進するため、 就職面接会等を開催すると と も に、 ハローワーク やシル

バー人材センタ ー等と の更なる連携強化を図り 、 より 効果的な施策を検討し ます。

● シルバー人材センタ ー

　 シルバー人材センタ ーによる高齢者に適し た臨時的� 短期的な仕事の提供に努めます。

デジタ ル技術を活用し た入会手続きや就業情報の提供により 、 会員の利便性向上を図ると

と も に、 安全な就業場所の開拓を進めます。

● 高齢者の移動支援

　 引き続き高齢者の移動を支援し、 社会参加を促進するため、 70 歳以上を対象と する敬老

優待乗車制度を実施し ます。
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 14  第 3 部　 施策

介護マーク

第１ 節　 地域での支援体制づく り 、相談体制の充実　

第2 章　 地域での生活の継続に向けた支援　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者のみなら ず、 障害者、 生活困窮者、 家族介護者への支援や複合的課題に対応し てい

く 包括的な支援体制を構築するなど、 地域共生社会への対応が求めら れています。

● 高齢者の相談窓口であるあんし んすこ やかセンタ ーについて、 関係機関と の更なる連携も

含めた機能強化が求めら れています。

● 高齢者の生活困窮や社会的孤立� ひき こ も り 等の早期発見� 支援が重要であり 、 多分野横

断的な対応が求めら れています。

〈 主な施策〉

● 家族介護者支援を含めた対応

� あんし んすこ やかセンタ ーの利便性の向上及び機能の強化

　 家族介護者支援の観点も 含め、 土日祝日いずれかのあんし んすこ やかセン タ ーの開

所を全 7 6 センタ ーで継続し ます。 今後、 医療� 介護の必要性が高まる 7 5 歳以上の後

期高齢者の増加を 踏まえ、 センタ ーが高齢者や家族介護者から の総合相談を はじ めと

する 包括的支援の機能が十分に発揮でき る よう 、 組織� 運営体制の充実� 強化を 図り

ます。

■ 年間相談件数： 5 9 6 ,5 7 8 件（ 20 2 2 年度実績）

� 介護リ フ レッ シュ 教室等の開催

　 介護者の精神的負担の軽減や健康づく り 等を目的に介護リ フ レッ シュ 教室を開催し 、

介護に役立つ情報提供や家族同士の情報交換の場を提供し ます。 あわせて、 認知症サ

ロンや認知症カ フ ェ 等、 介護者が話し 合える場づく り を推進し ます。

■ 介護リ フ レッ シュ 教室の実施状況： 4 0 9 回、 2 ,9 7 5 人（ 2 0 2 2 年度実績）

� こ ども� 若者ケアラ ーへの支援

　 家族の介護等により 重い責任や負担を 負っ ている「 こ ども� 若者ケアラ ー」 の孤立

を 防ぐ ため、 引き 続き、 専用の相談窓口で障害福祉� 児童福祉分野と 連携し ながら、

伴走的な支援を行う と と も に、当事者同士の交流�情報交換の場での支援を推進し ます。

　 また、 市内� 近隣の大学やハローワーク と の連携を図り 、 1 8 歳以上の若者ケアラ ー

への支援を行う と と も に、小中学生のこ ども ケアラ ーのため、地域のこ ども の居場所（ こ

ども 食堂、学習支援等） と のネッ ト ワーク を構築し ます。 さ ら に、民間企業と 連携し た、

こ ども� 若者ケアラ ーへの支援を検討し ます。

� 介護マーク の普及

　 介護者が介護中である こ と を 周囲に理解し ていただく ための

「 介護マーク 」 の普及を図り ます。

【 目標� 施策の柱２ 】
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● 地域ケア会議の開催

　 あんし んすこ やかセンタ ー単位及び区単位で、 地域住民や福祉� 医療関係者、 Ｎ Ｐ Ｏ 法

人や地域活動団体等が参加する地域ケア会議を開催し て、 高齢者の生活上の課題等（ 金銭

管理、 ごみ出し 等） への支援に繋げます。 全市的な課題は全市レベルの地域ケア会議で政

策形成に繋げます。

■ センタ ー主催の地域ケア会議の実施状況： 2 0 3 回（ 7 5 箇所）（ 2 0 2 2 年度実績）

■ 区主催の地域ケア会議の実施状況： 1 1 回（ 9 箇所）（ 2 0 2 2 年度実績）

● 消費者被害防止対策

　 あんし んすこ やかセンタ ーが把握し た被害事例を全センタ ーで共有すると と も に、 県警�

消費生活センタ ーと 連携し 、 被害防止のための啓発を行います。

● あんし んすこ やかセンタ ーにおける業務効率化

　 会議の整理や統合、 書類削減等、 業務効率化や事務負担軽減を図り ます。 見直し にあたっ

ては、 Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た会議の効率化や書面での提出書類の削減を推進し ていきます。

● 生活支援コ ーディ ネータ ーの活動推進

　 生活支援コ ーディ ネータ ー※と し て、第１ 層（ 区単位） には各区社会福祉協議会に１ 名（ 北

区は２ 名）、 第２ 層（ 中学校圏域） には各あんし んすこ やかセンタ ーに地域支え合い推進員

を１ 名（ 計 78 名） 配置し ています。

　 地域共生社会への対応を図るため、 第１ 層� 第２ 層の生活支援コ ーディ ネータ ーは相互

に連携し ながら、 地域福祉ネッ ト ワーカ ーや子育てコ ーディ ネータ ー、 ひきこ も り 支援室、

各区く ら し 支援窓口と の連携を強化し 、 地域での資源開発やネッ ト ワーク 構築を進めます。

※生活支援コ ーディ ネータ ー： 高齢者が住み慣れた地域で孤立するこ と なく 住み続けら れ

るよう 、 地域住民同士で見守り � 支え合える地域づく り の

支援を行っ ています。
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 16  第 3 部　 施策

□ 自立支援計画作成件数（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

自立支援計画

作成件数
7 4 0 件 1 ,0 0 0 件

● 生活困窮者支援

� く ら し 支援窓口での支援

　 各区� 支所に「 く ら し 支援窓口」 を設置し 、 生活困窮者から の相談に応じ ています。

家計相談や早期の就労に向けた支援を含め、 継続的な支援を行います。

� 地域福祉ネッ ト ワーカ ーの配置

　 地域福祉ネッ ト ワーカ ー※を各区社会福祉協議会に配置し 、 く ら し 支援窓口等様々な

関係機関と の連携を 強化し 、 生活困窮� 社会的孤立等複合的な課題を 抱えた世帯への

アプローチに取り 組みます。

※地域福祉ネッ ト ワーカ ー： 複合的な課題を 抱えた世帯に対し 、 積極的な訪問や課題

解決に向けた個別支援を 行います。 また、 地域の共通課

題に対し ても 、 社会福祉施設、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人、 民生委員や

ふれあいのまちづく り 協議会等関係機関を 巻き 込みなが

ら 、 地域で支え合う 仕組みづく り を推進し ています。

□ ひき こ も り サポータ ー登録者数（ 累計目標）

□ 研修会� 講習会実施回数（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

登録者数 1 4 9 人 1 8 0 人

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

実施回数 1 2 回 1 8 回

● ひきこ も り 支援

　「 ひき こ も り 支援室」 を 幅広く 広報� 周知すると と も に、 地域の支援者向け研修や関係

機関職員の研修を 実施し 、 ８ ０ ５ ０ 問題等の課題に対応でき る よう 関係機関同士のネッ

ト ワーク を構築し ます。

　 また、 本人や家族を サポート する「 ひき こ も り サポータ ー」 の養成を 推進し 、 登録者

を 増やすと と も に、 登録さ れた方々に対し ても 適宜講習を 実施し、 サポータ ーと し て継

続的に活躍できるよう に支援し ます。
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第2 節　 在宅医療・ 介護連携の推進

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 日常生活での療養や容態急変時、 また、 入退院や看取り の場面における、 切れ目のない在

宅医療� 介護提供体制の構築や、 感染症� 災害時における 継続的なサービ ス提供の維持

等の課題に対し 、 Ｉ Ｃ Ｔ の活用も 含め、 地域での多職種連携を推進し ていきます。

● 患者本人が望む医療�ケアの意思決定支援や住み慣れた自宅�施設等での看取り について、

市民啓発を推進し ていき ます。

〈 主な施策〉

● 医療介護サポート センタ ーの運営

　 各区に設置する 医療介護サポート セン タ ーは、 医療� 介護関係者から の在宅医療に関

する相談対応や多職種連携会議の開催等により 、 医療と 介護の連携強化を推進し ます。

● 医療� 介護の連携ツールの普及� 推進

　 ケアマネジャ ーと 病院の連携ツ ール「 入退院連携シート 」 や、 転院を 経て退院する 要

介護患者の情報連携ツール「 医療介護情報引継ぎシート 」 の利用促進を図り ます。

　 また、 介護保険サービ ス導入時に医療� 介護関係者が集う サービ ス担当者会議や、 入

院し ている 医療機関と 在宅医療介護関係者、 本人� 家族で行う 退院前カ ン フ ァ レ ン ス等

について、 ＷＥ Ｂ 会議等も 併用し 、 医師� 看護師� ケアマネジャ ー等よ り 多く の関係者

が参加し やすく するこ と で、 多職種連携を推進し ます。

● Ａ Ｃ Ｐ ※（ アド バンス� ケア� プラ ンニング） の普及啓発

　 人生の最終段階における 意思決定支援と し て、 市民向けパン フ レ ッ ト を 活用し 、 Ａ Ｃ

Ｐ の普及啓発に取り 組みます。 また、 医療� 介護従事者が、 医療倫理に基づいて患者の

意思尊重を十分に考え、 Ａ Ｃ Ｐ に関わるこ と ができ るよう 、 研修や情報提供を行います。

※Ａ Ｃ Ｐ ： 人生の最終段階の医療� ケアについて、 本人が家族等や医療� ケアチームと 事

前に繰り 返し 話し 合う プロセスのこ と で、愛称を「 人生会議」 と 定めています。

< ACP の認知率 >

　 2 0 2 2 年度　 5 .0 % （ 知っ ている 5 .0 ％）

（「 在宅高齢者実態調査（ 2 0 22 年度）」 より ）
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 18  第 3 部　 施策

第3 節　 権利擁護、虐待防止対策

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 認知症高齢者の増加等を 踏まえ、 判断能力が不十分になっ ても 安心し て生活でき るよう 、

権利擁護施策を充実し ていきます。

● 高齢者虐待の早期発見� 早期対応に繋げる ため、 研修や連携体制の充実が求めら れてい

ます。

※下記施策は、 国の「 成年後見制度利用促進基本計画」 を 踏まえた市町村計画に位置づ

けら れています。

〈 主な施策〉

● 日常生活自立支援事業の推進

　 福祉サービスの手続き の手伝いや日常の金銭管理、 重要書類の預かり 等を行います。

■ 契約件数： 6 95 件（ 2 0 2 2 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

● 専門職団体と の連携強化

　 専門職団体と の連携を 強化し 、 市長申立の書類作成委託等の施策を 推進し ます。 また、

成年後見支援セン タ ーにおいて、 引き 続き 専門職相談を 実施し 、 近年複雑化する 相談に

対応し ます。

■ 専門相談件数： 8 9 件（ 2 0 22 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

● 市民後見人の養成� 支援

　「 市民後見人」 の養成を 推進し ます。 また、 登録者については、 研修の充実等により 資

質の向上を図ると と も に、 地域における活動にあたっ ても 支援を行います。

■ 市民後見人登録者数： 8 8 名（ 2 0 22 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

● 成年後見制度利用支援事業の実施

　 成年後見制度の利用にあたり 、 必要と なる 費用（ 申立及び報酬費用） を 負担する こ と

が困難である方に対し て助成を行います。

■ 成年後見制度の利用にかかる費用の助成者数： 申立費用１ 名、報酬費用 4 5 1 名（ 2 02 2

年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）
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□ 高齢者虐待対応研修の実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

高齢者虐待対応研修

延べ参加者数
1 8 8 人 2 5 0 人

施設長� 研修担当者対象研修

延べ参加者数
1 0 6 人 1 2 0 人

● 高齢者虐待

　 養護者によ る 虐待対応への取り 組みと し て、 各区の職員やあんし んすこ やかセン タ ー

職員への高齢者虐待対応研修を 実施する と と も に、 各区の高齢者虐待防止ネッ ト ワーク

事業等を通し た関係機関と の連携体制の整備� 充実を図り ます。

　 また、 養介護施設等従事者によ る 虐待対応への取り 組みと し て、 介護保険事業者に対

し て、 引き 続き高齢者虐待防止研修の実施を働きかけます。

� 高齢者虐待対応ワーキンググループの設置

　 高齢者虐待対応ワーキン ググループを 設置し 、 各区が実施する高齢者虐待防止ネッ

ト ワーク 事業※で報告さ れる課題の中から 全市的に取り 組むべきも のについて、 専門分

野の方の意見を聴取する機会を確保し 、 高齢者虐待防止体制の整備を進めます。

※高齢者虐待防止ネッ ト ワーク 事業： 高齢者虐待の防止、 早期発見から 個別支援にい

たる各段階において、 関係機関や団体等と 連携

協力し て、 高齢者虐待防止に資する 地域づく り

のための体制構築を 目指し て各区で実施する事

業のこ と 。
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 20  第 3 部　 施策

第4 節　 緊急時の対応

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 災害時の備えについて、 事業者等と 連携し ながら 介護保険や障害サービス利用者等の要援

護者への啓発を進めると と も に、 地域で支え合う 取り 組みを推進し ていき ます。

● 災害� 感染症発生時の事業者間の支援� 応援体制について検討し ていきます。

〈 主な施策〉

● 地域における災害時要援護者支援の取組推進

　 災害時の要援護者情報について、 平常時から 地域団体と 共有する こ と によ り 、 日常で

の声かけや支え合い等、 要援護者支援のための取り 組みを進めます。

● 基幹福祉避難所� 福祉避難所開設訓練の実施

　 災害時に要援護者の初動受入及び生活支援を 行う 基幹福祉避難所において開設訓練を

行います。 訓練の実施にあたり 、 災害時の障害者支援を 担う 障害者地域生活支援拠点と

も 連携し ます。

　 また、 災害時に基幹福祉避難所に続いて順次開設さ れる 福祉避難所協定施設において

も 開設訓練を行います。

■ 基幹福祉避難所開設訓練（ 2 1 施設）： 毎年実施

■ 福祉避難所協定施設： 20 2 0 年度から ６ 年程度で開設訓練を 実施（ 2 0 2 2 年度までに

6 1 施設、 2 0 2 3 年度は 2 5 施設、 2 0 2 4 年度以降は毎年 3 5 施

設実施予定）

● あんし んすこ やかセンタ ーでの災害時対応、 ケアマネジャ ーの協力推進

　 高齢者の安否確認や相談対応、 地域団体と の連携によ り 共有さ れた情報を も と にし た

要援護者の支援を 行う 仕組みを 構築し 、 ケアマネジャ ーによ る ケアプラ ン への災害避難

情報の記載を促進し ます。

● 災害� 感染症発生時の応援体制の推進

　 介護サービ スを 継続し て提供でき る よ う 、 県と 連携し た職員の応援協力スキーム等の

推進に取り 組みます。 また、 Ｉ Ｃ Ｔ の活用によ る 応援必要時の情報連携体制の構築を 促

進し ます。 さ ら に事業者における事業継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） の策定を推進し ます。

● 災害時の緊急入所推進

　 災害等によ り 、 自宅での日常生活が長期に渡っ て困難と なっ た方へのショ ート ステイ

利用について、 法定での給付が出来ない利用額に対する本市独自の上乗せ給付と し て「 災

害時ショ ート ステイ サービス」 を実施し ます。
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第3 章　 認知症の人にやさ し いまちづく り の推進　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 認知症の方の尊厳が保持さ れ、 本人の意思が尊重さ れ、 社会参加を促進し 、 安全� 安心で

希望をも っ て暮ら し 続けら れるまちづく り を推進し ていき ます。

● 認知症の方や家族の意見も 踏まえ、「 共生」 と 「 予防」 の施策の推進が求めら れています。

● 認知症になる可能性は誰にでも あり 、 社会全体で支え合う こ と が求めら れています。

● 認知症の方が日常生活� 社会生活を送るう えでの障壁を減ら す取り 組みの推進が求めら れ

ています。

● 認知症神戸モデルの推進と と も に、 診断後の生活支援の充実等、 切れ目のない支援を 、 医

療や介護、 福祉の連携によっ て対応し ていき ます。

〈 主な施策〉

①認知症神戸モデルの推進（ 診断助成制度及び事故救済制度）

　 診断助成制度と 事故救済制度を 組み合わせて実施し 、 その財源は市民税の超過課税によ

り 負担いただく こ と と する認知症神戸モデルを推進し ます。

● 診断助成制度

　 認知症の疑いの有無を 診る 認知機能検診（ 第１ 段階） と 、 軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） を

含めた認知症の診断を 行う 認知機能精密検査（ 第２ 段階） の２ 段階方式の制度で、 いず

れも 自己負担のない仕組みです。 引き 続き、 制度の周知と 円滑な実施に努めます。

● 事故救済制度

　 認知症の方が事故を 起こ し た際、 賠償責任の有無に関わら ず、 被害に遭われた市民に

支給する 見舞金（ 給付金） 制度（ 事前登録不要） と 、 賠償責任がある 際に支給する 賠償

責任保険制度（ 事前登録必要） の２ 階建て方式の制度です。 引き 続き、 制度の周知と 円

滑な実施に努めます。

【 目標� 施策の柱３ 】

□ 神戸モデル認知率（ 目標）

2 0 2 2 年度 2 0 2 5 年度

診断助成制度 4 0 .0 ％ 4 5 . 0 ％

事故救済制度 3 1 .5 ％ 4 0 .0 ％

※健康とくらしの調査（2022 年度）より
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 22  第 3 部　 施策

②認知症の人にやさ し いまちづく り 条例にも と づく 施策の推進

＜予防及び早期介入＞

● 関係機関と 連携し た研究開発の推進

　 ＷＨ Ｏ 神戸セン タ ー、 神戸医療産業都市、 大学及び研究機関等と 連携し 、 認知症の予

防及び早期介入を推進し ます。

● 認知症ケアパスの普及啓発

　 認知症の進行や出現する 症状等に応じ た相談先や、 どのよ う な医療� 介護サービ スを

受ける こ と ができ る のかなどについて示し た認知症ケアパスについて、 認知症の方やそ

の家族等が必要に応じ て活用でき る よ う 、 医療機関や介護事業者等にも 広く 普及啓発を

行い、 ネッ ト ワーク づく り に活用し ます。

＜事故の救済及び予防＞

● 事故救済制度（ 再掲）

● 運転免許自主返納啓発

　「 運転免許証自主返納」 のパンフ レッ ト を市内に配付（ 診断助成制度の認知機能検診（ 第

1 段階） の受診者に配付） し 、 運転免許自主返納の啓発を実施し ます。 また、 神戸市運転

免許自主返納相談窓口を 設置し 、 運転者本人から の相談を はじ め、 免許返納を 促し たい

家族がいる 方や、 免許返納を 促し たも のの免許返納に応じ ない家族を 持つ方から の相談

を受け付けます。

＜治療及び介護の提供＞

● 診断助成制度（ 再掲）

● 初期集中支援チーム

　 医療� 介護の専門職が、 認知症の疑いのある方または認知症の方やその家族を 訪問し 、

適切な医療� 介護サービスに繋ぐ ための支援を実施し ます。

□ 医療� 介護に繋がっ た方の割合（ 目標）： 各年度 6 5 ％（ 2 0 24 ～ 2 0 26 年度）

● こ う べオレンジダイ ヤル

　 認知症の総合電話相談窓口と し て、 相談内容に応じ て、 市内の介護情報の提供や適切

な機関の紹介を 行い、 また、 あんし んすこ やかセン タ ーや認知症疾患医療セン タ ー等の

関係機関へ繋ぎます。 必要に応じ て初期集中支援チームと 連携し て対応を行います。
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● 認知症疾患医療センタ ー

　 認知症疾患に関する 鑑別診断や専門医療相談を 実施する と と も に、 認知症の方の診断

後の生活や不安の軽減が図ら れるよう 、日常生活支援相談や、認知症に関する教育や本人�

家族の交流等を 行う 認知症サロ ン 事業を 引き 続き 実施し ます。 診断後の相談支援の充実

やかかり つけ医等の地域と の連携強化、 困難事案への対応等、 地域の認知症医療提供の

拠点と し ての機能を強化し ます。

● Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ みまも り ヘルパー

　 認知症の方や介護保険の認定を 受けるまでに至ら ない軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） の方が、

在宅生活を 送る ための見守り や話し 相手、 外出の付き 添い等を 行う 、 介護保険外でのヘ

ルパーサービスを提供し ます。 引き続き 制度の周知に努めます。

● 医療� 介護従事者研修

　 認知症サポート 医� 認知症介護指導者の養成や医療� 介護関係者への研修実施により 、

引き 続き 医療� 介護関係者の認知症への対応力の向上を 図り 、 地域における 連携体制を

整えます。

□ 養成者数� 研修修了者数（ 累計目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

� 認知症サポート 医

� 認知症介護指導者

� 認知症介護実践者研修

� 認知症介護実践リ ーダ ー研修

2 1 6 人

4 5 人

4 ,7 5 0 人

7 4 8 人

2 7 6 人

5 3 人

5 ,7 1 0 人

9 0 8 人

＜地域の力を豊かにし ていく こ と ＞

● 軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） の方を対象と し たフ レイ ル改善通所サービスの提供

　 認知症疾患医療セン タ ー等で軽度認知障害（ ＭＣ Ｉ ） と 診断さ れた方へ、 フ レ イ ル改

善通所サービスの案内を行います。

● 市民啓発

　 世界アルツハイ マーデー（ 毎年９ 月 2 1 日） 関連での啓発活動、 地域への出前ト ーク を

実施する と と も に、 認知症の方自身から の「 本人発信」 等、 様々な方法で市民への啓発

活動を実施し ます。 引き 続き、 市民に対し 認知症に関する普及啓発に努めます。

● 認知症サポータ ー養成

　 地域全体で認知症の方を 見守る ため、 認知症に対する 正し い知識と 理解を 持っ た認知

症サポータ ーの養成を 行い、 養成後も さ ら に理解を 深める ための研修を 実施する など、

地域において活動するための支援を実施し ます。 また、 あわせて講師であるキャ ラ バン�

メ イ ト の養成も 推進し ます。

□ 認知症サポータ ー養成者数（ 累計目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

養成者数 1 3 1 , 6 7 2 人 1 5 5 , 6 7 2 人
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 24  第 3 部　 施策

● 認知症カ フ ェ

　 認知症の方と その家族、 地域住民、 専門職等の誰も が自由に参加し 、 気軽に交流や相

談等ができ る地域に開かれた集いの場の登録� 紹介を行います。 引き 続き、 認知症カ フ ェ

の周知� 支援に努めます。

● 認知症地域支えあい推進事業

　 認知症の方や認知症の疑いのある 方が、 生き がいを も っ て積極的に社会参加でき る地

域づく り や認知症に関する 理解促進を 目指し、 各種地域団体から の希望を 募り 、 講師と

し て専門職の派遣を実施し ます。

□ 認知症地域支えあい推進事業実施回数（ 年間目標）： 各年度 200 回（ 2024 ～ 2026 年度）

● Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た見守り

　 認知症の方の行方が分から なく なっ た際に、 Ｇ Ｐ Ｓ （ 衛星利用測位システム） を使っ て

居場所を 探索し 、 家族から の依頼に基づき 警備会社が駆けつけるサービスを支援し ます。

必要な方に制度を利用し ても ら えるよう 、 引き 続き 制度の周知に努めます。

● 若年性認知症の方への支援充実� 社会参加促進

　 若年性認知症の方と その家族に対し 、 相談先や集いの場を 整える などの支援を 実施し

ます。 また、 医療� 介護関係者等の若年性認知症に対する 理解を 深める ため、 若年性認

知症支援研修と 若年性認知症デイ サービス� デイ ケア研修を実施し ます。

● 声かけ訓練

　 お困り の高齢者等を 見かけた際に、 適切な声かけ等の対応ができ る よ う 、 認知症高齢

者等への声かけ訓練を、 引き 続き、 あんし んすこ やかセン タ ー単位で実施し 、 地域にお

ける支援体制を構築し ます。

□ 声かけ訓練実施箇所数（ 目標）： ３ か年で 76 センタ ー（ 全あんし んすこ やかセンタ ー）

（ 2024 ～ 2026 年度）

● 高齢者安心登録事業

　 行方不明等、 日常生活の心配がある高齢者に、 事前に生活情報等の登録を し ても ら い、

管轄のあんし んすこ やかセンタ ーや警察等と 情報を 共有する こ と で、 日頃の地域での見

守り に役立てます。 また登録者が行方不明になっ た場合は、 電子メ ールで行方不明発生

情報を 地域の捜査協力者に配信し 、 警察への情報提供を 呼びかけ、 早期発見と 保護を 目

指し ます。

□ 認知症カ フ ェ 箇所数（ 目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

箇所数 3 4 箇所 4 5 箇所
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第１ 節　 多様な住まいの確保、施設・ 居住系サービスの確保　

第4 章　 安全 安心な住生活環境の確保　

①多様な住まいの確保

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者のニーズに応じ た住まいの確保と 支援、 分かり やすい住宅情報の提供を行っ ていき

ます。

〈 主な施策〉

● サービス付き高齢者向け住宅の確保

　 本市独自の登録基準により 、 良好なサービス付き高齢者向け住宅を誘導し ます。

①「住宅」と し ての質を 確保する ため、 でき る限り 専用部分の面積を 確保する と と も に、

専用部分への台所の設置を誘導する。

「住戸面積（ 専用部分） / 戸」 が 20 ㎡以上かつ一定規模の台所を 設置する場合は、 「専

用部分と 共同利用部分面積計 / 戸」 を 23 ㎡と する。

②共同利用部分の台所の利用し やすさ を 向上さ せる ため、 入居者の使用状況や生活支援

サービスの有無等に応じ た規模や数を誘導する。

③入居者以外も 利用でき る 地域交流のためのスペースは、 住宅が地域に認知さ れ、 相互

交流を促すきっ かけにも なり う るこ と から 、 共同利用部分での設置を誘導する。

④安全な住まい� 住環境を 推進する ため、 既存改修の住宅登録の場合においても 新築と

同様にエレベータ ーの設置や耐震性の確保を求める。

（ 上記方針に基づき、基準等は「 神戸市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」に定める）

● 有料老人ホーム

　 多様なニーズの受け皿と 考えら れる こ と から 、 有料老人ホーム設置運営指導指針によ

り 有料老人ホームの設置を誘導し ます。

● 市営住宅

　 シルバーハイ ツ や高齢者世帯向けの特定目的住宅等の高齢者に配慮し た住戸の提供の

ほか、 高齢者の見回り 事業を実施し ています。

● 居住支援（ 住宅セーフ ティ ネッ ト ）

　 神戸市居住支援協議会を プ ラ ッ ト フ ォ ームと し て、 居住支援に関わる 団体と 連携を

図り 、 高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居を 促進し ます。

■ 市内で活動する居住支援法人： 3 9 法人（ 2 0 2 4 年２ 月末現在）

【 目標� 施策の柱４ 】
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②施設・ 居住系サービスの確保

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者のニーズや地域のバラ ンス等に配慮し た整備促進が求めら れています。 介護人材不

足への対応のほか、 土地の確保が困難な既成市街地での整備促進、 老朽化し た介護保険

施設の長寿命化の促進等の取り 組みについて検討を進めていきます。

● 地域密着型サービスや、 特定施設入居者生活介護（ 介護付有料老人ホーム及び介護付サー

ビス付き高齢者向け住宅） の更なる充実を図っ ていき ます。

〈 主な施策〉

● 第９ 期計画期間（ 2 0 2 4 ～ 2 0 2 6 年度） における整備目標

2 0 2 3 年度

累計

第９ 期期間中

整備数

2 0 2 6 年度

累計

介

護

保

険

施

設

特別養護老人ホ ーム（ 小規模特

別養護老人ホームを 含む）
7 , 6 3 5 4 5 0 8 , 0 8 5

介護老人保健施設 5 ,7 8 9

2 0 0 6 , 4 5 2
介護医療院（ 介護療養型医療施設

及び介護療養型老人保健施設）
4 6 3

小計 1 3 ,8 8 7 6 5 0 1 4 , 5 3 7

認知症高齢者グループホーム 2 ,9 2 2 3 6 0 3 ,2 8 2

特定施設入居者生活介護（ 有料老人

ホーム並びにサービス付き高齢者向け

住宅及びケアハウス）

9 ,4 6 0 4 5 0 9 ,9 1 0

合計 2 6 ,2 6 9 1 ,4 6 0 2 7 ,7 2 9

（単位：人）

● 特別養護老人ホーム

　 個室ユニッ ト ケアのみなら ず、 従来型個室や利用者のプラ イ バシーに配慮し た多床室の

整備も あわせて行います。 また、 在宅等で生活さ れている 障害者が高齢になる ため、 特

性に配慮し た介護施設サービスが提供さ れるよう 支援し ます。

● 介護老人保健施設

　 介護� 医療に関する多職種が配置さ れた施設と し て機能維持� 改善の役割を担う ほか、

在宅医療等の需要量の増加に対応するため、 整備を促進し ます。

● 介護医療院

　 今後ますます増加が見込まれる 慢性期の医療� 介護ニーズへ対応する ため、 要介護者

に対する長期療養のための医療と 日常生活上の介護を、 一体的に提供する こ と を 目的に

設置さ れる介護医療院については、 引き 続き 医療病床から の転換を優先し ます。
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● 認知症高齢者グループホーム

　（ 看護） 小規模多機能型居宅介護と の併設を促進するなど 、 認知症高齢者やその家族の

支援拠点と し て積極的な役割を果たすべく 整備を促進し ます。

● 特定施設入居者生活介護（ 介護付き 有料老人ホーム等）

　 自立から 要介護３ 以上の中重度要介護者や認知症高齢者への対応、 今後対応が増えて

く る看取り 等、 多様なニーズに対応でき る住み替え先と 捉え、 整備を促進し ます。

第2 節　 安全・ 安心な住生活環境の整備

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 高齢者が健康に安心し て暮ら し 続ける こ と ができ る よ う に、 断熱性能やバリ アフ リ ー性

能等、 安全� 安心な住まい� 住環境の確保を図っ ていきます。

〈 主な施策〉

● 安全� 安心な住環境確保に向けた相談� 普及啓発

　 住まいの相談窓口「 すまいる ネッ ト 」 を 通じ 、 断熱化やバリ アフ リ ー化等、 高齢者に

配慮し た住宅性能の確保に向けた普及啓発のほか、 住宅改修や高齢者の住み替え等の相

談に対応し ます。

● 住宅のバリ アフ リ ー化

　 介護保険サービ スの上乗せと し て、 要介護認定を 受けている 高齢者等を 対象と する住

宅改修助成事業を引き続き 実施し ます。

● 鉄道駅のバリ アフ リ ー化

　 国の鉄道駅バリ アフ リ ー料金制度によ り 整備促進が図ら れる ほか、 要件を 満たす鉄道

駅舎へのエレ ベータ ー設置等のバリ アフ リ ー化には県市協調補助により 、 高齢者や障害

者等の利用環境の更なる改善を図り ます。

● 高齢者の買物支援

　 住宅の立地等から 、 買物に不自由する 高齢者を 支援する ため、 移動販売サービ スと の

連携が可能な市営住宅等を活用し た買物支援の取り 組みを検討し ます。
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第5 章　 介護人材の確保 育成　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 急速な高齢化の中、 必要な介護サービスを適切に提供するためには、 介護人材の確保� 育

成は喫緊の課題と なっ ています。

● 介護人材確保プロジェ ク ト 「 コ ウベ ｄ ｅ カ イ ゴ」 を推進し 、「 ①新たな介

護人材の確保」「 ②介護人材の育成� 定着」「 ③就業環境の向上」 の３ つの

柱を 立て、 介護の仕事の魅力向上や介護職員のキャ リ アアッ プ支援、 外国

人介護職員の受入� 定着支援、 介護テク ノ ロジー機器活用等による働き や

すい職場環境づく り 等に取り 組んでいき ます。

〈 主な施策〉

①新たな介護人材の確保　

● 初任者研修補助

　 介護の基礎的な知識やスキルを 学ぶ介護職員初任者研修を 修了し 市内で介護職員と し

て就労継続さ れた方を対象に、 研修受講費の一部を補助し ます。

● 介護現場の理解促進� 魅力発信

　 事業者団体等と 連携し 、 ト ラ イ やる ウィ ーク など、 学校教育での介護の仕事への理解

を図る取り 組みを促進し ます。また、介護人材確保プロジェ ク ト「 コ ウベ d e カ イ ゴ」のホー

ムページを通じ 、 介護の仕事の魅力や介護職員への支援制度について情報を発信し ます。

【 目標� 施策の柱５ 】

□「 コ ウベ d e カ イ ゴ」 ホームページ閲覧（ ページビ ュ ー） 数（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

閲覧数 5 6 ,3 7 1 ｐ ｖ 6 0 ,0 0 0 ｐ ｖ

● 外国人介護職員の受入促進

　 県や事業者団体等と 連携し て、 介護事業者を 対象と し た外国人介護職員受入に関する

セミ ナー開催や、 技能実習生の監理団体を 担う 兵庫県社会福祉協議会に対する 補助を 実

施するなどし て、 より 効果的な受入施策を検討� 実施し ます。

● 生活支援訪問サービス従事者養成研修

　 高齢者の生活支援に関する基本的な知識� 技術を 学ぶ研修を 実施し 、 研修修了生には、

生活支援訪問サービス事業所で新たな担い手と し て活躍いただく よう 推進し ます。

■ 延べ修了者数（ 累計）： 8 9 2 人（ 2 0 2 3 年３ 月現在）

● 再就職支援、 介護現場への就労啓発

　 潜在介護職員を 対象にし たセミ ナーの開催や、 兵庫県福祉人材セン タ ーと 連携し た啓

発活動等を実施し 、 介護職員の再就職を支援し ます。

　 また、 各区く ら し 支援窓口等で離職さ れた方への就労案内を 行う など、 様々な場で介

護事業者への就労を働き かけます。
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● 住まい確保への支援

　 外国人を 含む介護職員を 新たに採用し た介護事業者に対し 住宅手当補助を実施すると と も

に、 外国人材等の円滑な住まい探し� 入居に向け、 神戸市居住支援協議会において必要

な居住支援を実施し ます。

②介護人材の育成・ 定着　

● 高齢者介護士認定制度

　 介護福祉士資格取得前の職員を 対象と する本市独自の「 神戸市高齢者介護士認定制度」

について、 合格者に対する 介護福祉士取得までの支援金の支給や、 認定制度を 受講する

ための代替職員確保にかかる経費補助等、 支援を推進し ます。

● 資質向上に向けた取組

　 神戸市介護サービ ス協会が実施する 介護人材等に関する 各種研修を 支援し 、 Ｉ Ｃ Ｔ を

活用し た研修を開催するなど参加し やすい環境づく り を推進し ます。

● 医療的ケア資格取得支援

　 特別養護老人ホームの職員が、 喀痰吸引等の医療的ケアを 行う ための資格を 取得する

研修費用を補助し ます。

● 外国人介護職員への介護福祉士資格取得等支援

　 外国人介護職員について日本での長期的な就労も 視野に入れ、 入国後の日本語学習や

介護福祉士資格取得に関する学習にかかる 費用を 補助する と と も に、 研修を 受講する際

に必要と なる代替職員確保にかかる経費を補助し ます。

□ 高齢者介護士認定制度合格者数（ 累計目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

合格者数 4 5 6 人 6 0 0 人

③就業環境の向上　

● 介護テク ノ ロジー機器の活用支援

　 介護テク ノ ロ ジー機器の開発や導入について、 企業と 介護事業者の双方から 相談を 受

ける 窓口を 開設し 、 企業と 介護事業者が情報交換を 行う 場の提供等を 行う と と も に、 記

録作成ソ フ ト や情報共有のための機器などの導入費用を 補助する こ と で、 介護現場での

業務効率化やノ ーリ フ ティ ング等による介護職員の負担軽減の促進を支援し ます。

● ハラ スメ ント � 安全確保対策

介護サービ ス利用者やその家族から の介護職員に対する ハラ スメ ン ト 対策について、 県

（ 相談窓口含む） と の連携や啓発資材の活用促進等により 、 介護事業者内での周知や市民

への理解普及を進めます。

　 また、 訪問介護職員� 看護師の安全確保対策に資する費用の一部を補助し ます。
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第6 章　 介護保険制度の適正運営　

〈 取組の方向性（ 課題）〉

● 今後も 介護費用の増大が見込まれる中、 介護保険制度を適正に運営し 、 制度の持続性を高

めていき ます。

● 事業者及び利用者への適正� 適切なサービスの理解促進を図り ます。

※下記施策は、 市町村介護給付適正化計画に位置づけら れるも のです。

〈 主な施策〉

● 自立支援を促進するケアマネジメ ント

� ケアマネジメ ント 研修

　 ケアマネジャ ーに対するケアマネジメ ント 研修や、経験豊富なケアマネジャ ーがサー

ビス担当者会議等に同行する地域同行型ケアマネジメ ント 研修を実施し ます。

■ 実施回数： 年間８ 回（ 毎年度同程度見込み）

� 多職種によるケアマネジメ ント 検討会

　 自立支援に資する ケアプラ ン に向けて「 多職種ケアマネジメ ント 検討会」 を 開催し

ます。

■ 実施回数： 年間４ 回（ 毎年度同程度見込み）

� リ ハビリ 専門職によるケアマネジャ ーと の同行訪問

　 要支援者等のケアプラ ン を 作成する 際、 ケアマネジャ ーの自宅訪問時にリ ハビ リ 専

門職（ 理学療法士、作業療法士） が同行し 、利用者へのセルフ ケア等の助言を行っ たり 、

ケアマネジャ ーの自立支援に資するケアプラ ン作成を支援し ます。

■ 実施回数： 年間 2 5 3 件� 5 9 事業所（ 2 0 22 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

● ケアプラ ン点検（ 指導� 助言等）

　 ケアプランの適正� 適切性を点検します。 指導� 助言のほか、 必要に応じ て是正も 促し

ます。 国民健康保険団体連合会（ 以下、「 国保連」 と いう ） の適正化システム活用による

事業者抽出後、 縦覧点検や個別状況を踏まえたより 精査し た点検を行います。

■ ケアプラ ン点検数： 162 事業所 4,511 件（ 2022 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

【 目標� 施策の柱６ 】
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● 要介護認定の適正化

� 認定調査員研修

　「 新規研修」、「 フ ォ ロー研修」、「 現任研修」 等、 認定調査員の実務経験に応じ た研修

の機会を設け、 調査員の資質の向上に努めます。

■ 新規研修実施回数： 年間６ 回（ 毎年度同程度見込み）

■ フ ォ ロー研修実施回数： 年間６ 回（ 毎年度同程度見込み）

■ 現任研修実施回数： 年間１ 回（ 毎年度同程度見込み）

� 認定調査委託先の検査

　 行政保健師等による認定調査現場への同行訪問や調査票点検を実施し ます。

■ 認定調査委託先検査数： 6 事業所（ 2022 年度実績、 次年度以降も 同程度見込み）

� 主治医意見書の充実と 適正化

　 主治医意見書記入の手引き 等を ホームページに掲載し 、 総合病院における 主治医意

見書研修を実施し ます。

� 認定審査会の平準化

　 二次判定について（ 認定審査会）、 合議体間の判定の偏り や軽重度変更率を 分析し 、

審査会委員を対象と する研修を実施し ます。

■ 研修実施回数： 年間１ 回（ 毎年度同程度見込み）

■ 一次判定から の変更率（ 2022 年度実績）

重度変更率： 7 .2％（ 全国 8.7％）

軽度変更率： 0 .3％（ 全国 0.7％）

□ 住宅改修の調査件数（ 年間目標）

□ 縦覧点検の実施状況（ 年間目標）

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

調査件数 2 6 件 5 0 件

2 0 2 2 年度末 2 0 2 6 年度末

点検件数 1 ,4 0 7 件 1 ,5 0 0 件

● 住宅改修の点検の適正化

　 一定の要件のも と に抽出し た住宅改修工事の対象と なる 住宅を 建築士の資格を 持っ た

調査員が訪問し 、 支給要件を 満たし ている こ と の確認や申請工事内容と 施工内容が相違

なく 適切に施工さ れているこ と の確認を実施し ます。

● 縦覧点検の実施� 医療情報と の突合

　 縦覧点検及び医療情報と の突合は、 国保連でのリ スト 抽出にも と づき、 事業所に対す

る聞き 取り 調査を行い、 不適切な請求は過誤調整等を依頼し ます。
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● 第三者求償事務の推進

　 第三者行為求償について、 国保連から の情報を も と に届出義務対象者を 把握し、 介護

給付費の適正な運用を推進し ます。

■ 第三者行為届出数： 年間 20 件程度（ 毎年度同程度見込み）

● 保険料収納対策の強化

　 保険料の支払い手段の多様化（ スマート フ ォ ン 決済の拡充、 イ ン タ ーネッ ト バン キン

グ導入検討） により 、 収納の確保を図り ます。

● 制度の持続性を踏まえたサービスの見直し

　 紙おむつ支給事業等の介護保険外サービ スについて、 国の動向を 踏まえ見直し や再構

築を検討し ます。

● 公平� 公正なあんし んすこ やかセンタ ーの運営の確保

　 神戸市地域包括支援センタ ー運営協議会（ 各区での取り 組みを 含む） を 開催し、 公平�

公正なセンタ ー運営を確保し ます。

■ 運営協議会実施回数： 年間 2 回程度（ 毎年度同程度見込み）

● 施設� 事業所の監査指導

　 法令等にも と づいて、 運営指導と し て施設� 事業所へ赴き 事業運営や報酬請求等の確認

を 行い、 必要な改善の指導を 行います。 不正請求や虐待疑い等の通報があっ た場合、 監

査と し て施設� 事業所への立ち入り 調査等を実施し ます。

■ 施設� 事業所に対する監査� 指導の状況（ 2 0 22 年度実績）

実地指導： 3 6 4 件

監　 　 査： 3 0 件

集団指導： 動画視聴方式で実施
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介護サービ ス量等の見込み

第１ 章　 被保険者数の見込み　

6 5 歳以上の高齢者人口は、 2 0 26 年度には約 4 3 .6 万人（ 高齢化率 2 9 .5 ％）、 2 0 40 年には

約 4 5 .8 万人（ 34 .8 ％） に迫り 、 市民の３ 人に１ 人以上が高齢者と なり ます。 特に 7 5 歳以上

の人口は増え続け、 2 0 2 6 年には 2 6 万人に達する 見込みで、 介護が必要な高齢者はますます

増加するこ と が予想さ れます。

【 第１ 号被保険者数と 高齢化率の推移（ グラ フ 再掲）】

【 第１ 号被保険者数の推移】

（ 人） 2 0 0 0 年 2 0 2 1 年 2 0 2 2 年 2 0 2 3 年 2 0 2 4 年 2 0 2 5 年 2 0 2 6 年 2 0 3 0 年 2 0 3 5 年 2 0 4 0 年 2 0 5 0 年

総人口 1 ,5 0 8 ,9 4 4 1 ,5 1 8 ,78 1 1 ,51 1 ,8 79 1 ,5 04 ,0 0 4 1 ,4 9 5 ,0 2 4 1 ,4 8 5 ,80 1 1 ,47 6 ,1 82 1 ,4 34 ,3 3 9 1 ,3 76 ,4 0 8 1 ,3 1 4 ,16 6 1 ,1 8 5 ,2 17

第１号被保険者 2 4 9 ,65 8 43 3 ,7 8 5 4 33 ,5 5 8 4 3 3 ,9 7 8 4 3 5 ,21 7 43 5 ,7 06 4 35 ,6 4 3 4 3 7 ,7 9 8 4 4 3 ,08 5 4 5 7 ,7 95 44 0 ,9 9 0

6 5 ～7 4 歳 1 5 3 ,87 5 20 9 ,4 9 1 1 99 ,8 4 9 1 9 3 ,0 1 1 1 8 5 ,26 3 17 9 ,6 88 1 75 ,3 9 6 1 7 5 ,5 6 8 1 8 9 ,76 9 2 1 0 ,7 81 17 5 ,6 5 8

7 5 歳以上 9 5 ,78 3 22 4 ,2 9 4 2 33 ,7 0 9 2 4 0 ,9 6 7 2 4 9 ,95 4 25 6 ,0 18 2 60 ,2 4 7 2 6 2 ,2 3 0 2 5 3 ,31 6 2 4 7 ,0 14 26 5 ,3 3 2

高齢化率 1 6 .5% 2 8 .6 % 2 8 .7 % 28 .9 % 2 9 .1% 2 9 .3 % 2 9 .5 % 30 .5 % 3 2 .2 % 3 4 .8% 3 7 .2 %

7 5 歳以上
人口割合

6 .3% 1 4 .8 % 1 5 .5 % 16 .0 % 1 6 .7% 1 7 .2 % 1 7 .6 % 18 .3 % 1 8 .4 % 1 8 .8% 2 2 .4 %

第２号
被保険者数

5 2 9 ,84 8 52 0 ,8 9 2 5 21 ,0 1 6 5 2 0 ,2 1 6 5 1 8 ,66 4 51 6 ,9 58 5 14 ,9 5 5 4 9 6 ,4 8 4 4 5 7 ,82 2 4 0 7 ,8 11 35 5 ,9 8 2

被保険者数
総数

7 7 9 ,50 6 95 4 ,6 7 7 9 54 ,5 7 4 9 5 4 ,1 9 4 9 5 3 ,88 1 95 2 ,6 64 9 50 ,5 9 8 9 3 4 ,2 8 2 9 0 0 ,90 7 8 6 5 ,6 06 79 6 ,9 7 2

※2000年は4月末、2021・2022年は

各年9月末、2023年は6月末時点、

2024年以降は推計値
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※ 2000 年は 4 月末、2021・2022 年は各年 9 月末、2023 年は 5 月末の各時点、2024 年以降は推計値

【 要支援� 要介護認定者数の構成比（ 2 0 2 3 年５ 月末実績）】

　 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

被保険者数（ 人） 1 9 ,8 7 7 1 8 ,7 8 0 1 6 ,1 5 2 1 2 ,4 5 7 1 0 ,5 2 0 1 0 ,8 7 9 7 ,1 0 5 9 5 ,7 7 0

構成比 2 0 .8 % 1 9 .6 % 1 6 .9 % 1 3 .0 % 1 1 .0 % 1 1 .4 % 7 .4 % 1 0 0 .0 %

全　 国 1 4 .1 % 1 3 .8 % 2 0 .8 % 1 6 .7 % 1 3 .2 % 1 2 .8 % 8 .5 % 1 0 0 .0 %

第2 章　 要介護（ 要支援） 認定者数の見込み　

要介護（ 要支援） 認定者数は、 2 0 2 6 年度には約 9 .9 万人、 2 0 3 5 年には、 約 10 .9 万人に

迫る 見込みです。 また、 第 1 号被保険者の要介護（ 要支援） 認定率についても、 2 0 3 5 年頃ま

で上昇し 続けるこ と が予想さ れます。

【 要介護（ 要支援） 認定者数と 第１ 号被保険者認定率の推移（ グラ フ 再掲）】

【 要支援� 要介護認定者数（ 第２ 号被保険者を 含む） の推移】

（ 人） 2 0 0 0 年 2 0 2 1 年 2 0 2 2 年 2 0 2 3 年 2 0 2 4 年 2 0 2 5 年 2 0 2 6 年 2 0 3 0 年 2 0 3 5 年 2 0 4 0 年 2 0 5 0 年

要支援１ 3 ,4 45 1 8 ,7 2 2 19 ,4 3 6 1 9 ,87 7 2 0 ,4 52 2 0 ,9 4 0 21 ,1 9 9 2 2 ,67 6 2 2 ,94 1 2 2 ,1 96 22 ,0 8 3

要支援２ - 1 8 ,0 2 9 18 ,4 2 6 1 8 ,78 0 1 9 ,0 86 1 9 ,2 7 7 19 ,3 6 4 2 0 ,48 5 2 0 ,86 8 2 0 ,6 35 20 ,1 6 5

要介護１ 7 ,1 51 1 5 ,3 0 5 15 ,8 1 0 1 6 ,15 2 1 6 ,5 24 1 6 ,7 8 1 17 ,0 8 1 1 8 ,27 0 1 9 ,10 3 1 8 ,8 69 18 ,0 1 8

要介護２ 5 ,0 88 1 2 ,6 2 7 12 ,4 4 8 1 2 ,45 7 1 2 ,1 48 1 2 ,0 1 8 12 ,0 0 7 1 2 ,76 2 1 3 ,28 5 1 3 ,2 68 12 ,6 1 0

要介護３ 3 ,7 82 1 0 ,5 2 2 10 ,5 5 0 1 0 ,52 0 1 0 ,4 11 1 0 ,3 5 4 10 ,3 8 9 1 1 ,03 4 1 1 ,62 7 1 1 ,7 52 10 ,9 7 8

要介護４ 3 ,5 51 1 0 ,5 4 3 10 ,6 4 7 1 0 ,87 9 1 0 ,8 93 1 0 ,9 2 6 10 ,9 9 4 1 1 ,70 0 1 2 ,32 6 1 2 ,5 46 11 ,6 5 7

要介護５ 3 ,0 23 6 ,9 4 4 7 ,1 6 3 7 ,10 5 7 ,2 66 7 ,3 6 9 7 ,4 7 4 7 ,91 4 8 ,3 19 8 ,4 02 7 ,8 5 2

合　 計 2 6 ,0 40 9 2 ,6 9 2 94 ,4 8 0 9 5 ,77 0 9 6 ,7 80 9 7 ,6 6 5 98 ,5 0 8 1 0 4 ,8 4 1 1 0 8 ,46 9 10 7 ,6 6 8 1 03 ,3 6 3

※棒グラフの数値は第2号被保険者を含む

※2000年は4月末、2021・2022年は各年9月末、2023年は5月末の各時点、2024年以降は推計値
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2 0 2 1 年度 2 0 2 2 年度 2 0 2 3 年度 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

介護老人福祉施設 5 ,7 8 2 5 ,9 4 9 6 ,1 1 1 6 ,2 3 3 6 ,3 5 5 6 ,4 7 7 6 ,9 4 3

小規模介護老人福祉施設 6 6 4 6 7 4 6 9 2 7 0 6 7 2 0 7 3 4 7 8 8

介護老人保健施設 4 ,5 8 6 4 ,5 6 7 4 ,5 8 3 4 ,6 0 2 4 ,6 2 1 4 ,6 4 0 4 ,9 6 2

介護医療院� 介護療養型医療施設 4 4 8 4 4 9 4 5 0 4 3 2 4 7 3 5 1 3 5 5 0

小　 計 1 1 ,4 8 0 1 1 ,6 3 9 1 1 ,8 3 6 1 1 ,9 7 3 1 2 ,1 6 9 1 2 ,3 6 4 1 3 ,2 4 3

認知症高齢者グループホーム 2 ,4 8 9 2 ,5 4 4 2 ,6 2 0 2 ,7 3 7 2 ,8 5 7 2 ,9 9 1 3 ,1 6 1

特定施設入居者生活介護 5 ,1 2 6 5 ,2 4 6 5 ,3 3 8 5 ,4 5 4 5 ,5 7 0 5 ,6 9 5 6 ,0 4 7

小　 計 7 ,6 1 5 7 ,7 9 0 7 ,9 5 8 8 ,1 9 1 8 ,4 2 7 8 ,6 8 6 9 ,2 0 8

施設� 居住系サービス合計 1 9 ,0 9 5 1 9 ,4 2 9 1 9 ,7 9 4 2 0 ,1 6 4 2 0 ,5 9 6 2 1 ,0 5 0 2 2 ,4 5 1

※ 2021 ～ 2023 年度は各年度１月当たりの利用実績。2024 年度以降は推計値。
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第3 章　 介護サービ ス利用者数の見込み　

第１ 節　 施設・ 居住系サービ スの利用見込み　

施設�居住系サービスについては、市内施設の今後の整備状況等、利用者数を見込んでいます。

（単位：人）
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単位 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

居

宅

サ

ー

ビ

ス

訪問介護
回数 / 月 3 6 5 ,1 2 1 3 6 8 ,3 1 5 3 7 1 ,5 0 9 3 7 8 ,1 2 9

人数 / 月 1 4 ,0 5 1 1 4 ,1 5 1 1 4 ,2 5 1 1 4 ,7 3 7

訪問入浴介護
回数 / 月 4 ,8 5 3 4 ,8 7 5 4 ,8 9 8 5 ,0 2 3

人数 / 月 9 4 8 9 5 3 9 5 8 9 8 1

訪問看護
回数 / 月 1 4 6 ,3 4 8 1 4 7 ,5 5 6 1 4 8 ,5 1 8 1 5 3 ,1 0 2

人数 / 月 1 5 ,3 9 1 1 5 ,5 2 5 1 5 ,6 2 6 1 6 ,1 9 9

訪問リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 2 5 ,6 9 8 2 5 ,8 4 8 2 6 ,0 2 0 2 6 ,8 7 4

人数 / 月 2 ,0 6 5 2 ,0 7 8 2 ,0 9 2 2 ,1 6 6

居宅療養管理指導 人数 / 月 1 6 ,8 1 0 1 6 ,9 3 3 1 7 ,0 4 1 1 7 ,5 5 7

通所介護
回数 / 月 1 0 9 ,9 5 4 1 1 0 ,8 6 1 1 1 1 ,7 6 7 1 1 5 ,2 3 3

人数 / 月 1 1 ,6 9 2 1 1 ,7 8 7 1 1 ,8 8 2 1 2 ,2 8 4

通所リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 3 1 ,1 2 4 3 1 ,3 2 3 3 1 ,5 2 1 3 2 ,2 7 8

人数 / 月 6 ,5 5 1 6 ,6 1 8 6 ,6 6 3 6 ,9 3 6

短期入所生活介護
日数 / 月 4 4 ,1 7 1 4 4 ,3 6 4 4 4 ,5 7 0 4 5 ,2 3 7

人数 / 月 3 ,4 2 2 3 ,4 3 7 3 ,4 5 4 3 ,5 3 1

短期入所療養介護

（ 老健� 介護医療院� 病院等）

日数 / 月 5 ,3 6 6 5 ,3 9 3 5 ,4 1 4 5 ,5 2 5

人数 / 月 6 6 1 6 6 4 6 6 7 6 8 2

福祉用具貸与 人数 / 月 3 5 ,2 6 5 3 5 ,5 8 4 3 5 ,8 0 1 3 7 ,1 6 0

特定福祉用具購入費 人数 / 月 5 4 2 5 4 6 5 5 0 5 7 6

住宅改修費 人数 / 月 6 2 5 6 3 2 6 3 6 6 6 2

特定施設入居者生活介護 人数 / 月 5 ,4 5 4 5 ,5 7 0 5 ,6 9 5 6 ,0 4 7

居宅介護支援 人数 / 月 4 8 ,6 6 8 4 9 ,1 6 4 4 9 ,5 3 2 5 1 ,6 0 4

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

定期巡回� 随時対応型訪問介護看護 人数 / 月 3 8 7 3 8 8 3 9 0 4 0 0

夜間対応型訪問介護 人数 / 月 2 2 2 2

地域密着型通所介護
回数 / 月 3 5 ,9 7 6 3 6 ,2 6 2 3 6 ,5 4 7 3 7 ,8 5 5

人数 / 月 4 ,2 6 0 4 ,2 9 5 4 ,3 3 0 4 ,4 9 7

認知症対応型通所介護
回数 / 月 5 ,8 8 8 5 ,9 2 6 5 ,9 8 1 6 ,1 3 4

人数 / 月 6 2 8 6 3 2 6 3 8 6 5 6

小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 8 7 8 8 8 4 8 9 0 9 2 1

認知症対応型共同生活介護 人数 / 月 2 ,7 3 7 2 ,8 5 7 2 ,9 9 1 3 ,1 6 1

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数 / 月 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 / 月 7 0 6 7 2 0 7 3 4 7 8 8

看護小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 3 2 4 3 2 6 3 2 8 3 3 9

第2 節　 居宅サービス・ 地域密着型サービス・ 総合事業の利用見込み

居宅サービス等の利用見込みにあたっ ては、 過去の実績をも と に推計し ています。

【 介護給付＋予防給付】
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単位 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

居

宅

サ

ー

ビ

ス

訪問介護
回数 / 月 3 6 5 ,1 2 1 3 6 8 ,3 1 5 3 7 1 ,5 0 9 3 7 8 ,1 2 9

人数 / 月 1 4 ,0 5 1 1 4 ,1 5 1 1 4 ,2 5 1 1 4 ,7 3 7

訪問入浴介護
回数 / 月 4 ,7 7 3 4 ,7 9 5 4 ,8 1 8 4 ,9 3 9

人数 / 月 9 2 9 9 3 4 9 3 9 9 6 1

訪問看護
回数 / 月 1 1 0 ,1 3 8 1 1 0 ,8 7 4 1 1 1 ,6 1 1 1 1 3 ,9 5 7

人数 / 月 1 0 ,7 9 2 1 0 ,8 6 2 1 0 ,9 3 2 1 1 ,2 1 7

訪問リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 1 8 ,0 4 1 1 8 ,1 0 7 1 8 ,2 3 7 1 8 ,6 1 2

人数 / 月 1 ,3 8 6 1 ,3 9 1 1 ,4 0 1 1 ,4 3 2

居宅療養管理指導 人数 / 月 1 4 ,4 9 4 1 4 ,5 8 4 1 4 ,6 7 4 1 5 ,0 4 3

通所介護
回数 / 月 1 0 9 ,9 5 4 1 1 0 ,8 6 1 1 1 1 ,7 6 7 1 1 5 ,2 3 3

人数 / 月 1 1 ,6 9 2 1 1 ,7 8 7 1 1 ,8 8 2 1 2 ,2 8 4

通所リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 3 1 ,1 2 4 3 1 ,3 2 3 3 1 ,5 2 1 3 2 ,2 7 8

人数 / 月 3 ,9 3 4 3 ,9 5 9 3 ,9 8 4 4 ,0 8 7

短期入所生活介護
日数 / 月 4 3 ,5 2 7 4 3 ,7 2 0 4 3 ,9 1 4 4 4 ,5 4 7

人数 / 月 3 ,3 0 9 3 ,3 2 4 3 ,3 3 9 3 ,4 1 0

短期入所療養介護

（ 老健� 介護医療院� 病院等）

日数 / 月 5 ,1 7 8 5 ,2 0 5 5 ,2 2 6 5 ,3 2 7

人数 / 月 6 4 2 6 4 5 6 4 8 6 6 2

福祉用具貸与 人数 / 月 2 1 ,6 4 7 2 1 ,7 6 7 2 1 ,8 8 7 2 2 ,3 7 9

特定福祉用具購入費 人数 / 月 3 1 4 3 1 6 3 1 8 3 2 9

住宅改修費 人数 / 月 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 8

特定施設入居者生活介護 人数 / 月 4 ,3 2 8 4 ,4 0 9 4 ,5 0 9 4 ,7 8 8

居宅介護支援 人数 / 月 3 1 ,0 6 3 3 1 ,2 9 4 3 1 ,5 3 3 3 2 ,4 7 8

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

定期巡回� 随時対応型訪問介護看護 人数 / 月 3 8 7 3 8 8 3 9 0 4 0 0

夜間対応型訪問介護 人数 / 月 2 2 2 2

地域密着型通所介護
回数 / 月 3 5 ,9 7 6 3 6 ,2 6 2 3 6 ,5 4 7 3 7 ,8 5 5

人数 / 月 4 ,2 6 0 4 ,2 9 5 4 ,3 3 0 4 ,4 9 7

認知症対応型通所介護
回数 / 月 5 ,8 6 6 5 ,9 0 4 5 ,9 5 9 6 ,1 1 2

人数 / 月 6 2 3 6 2 7 6 3 3 6 5 1

小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 7 6 2 7 6 7 7 7 2 7 9 5

認知症対応型共同生活介護 人数 / 月 2 ,7 2 9 2 ,8 4 8 2 ,9 8 1 3 ,1 5 0

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数 / 月 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 / 月 7 0 6 7 2 0 7 3 4 7 8 8

看護小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 3 2 4 3 2 6 3 2 8 3 3 9

【 介護給付】
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単位 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

介護予防訪問入浴介護
回数 / 月 8 0 8 0 8 0 8 4

人数 / 月 1 9 1 9 1 9 2 0

介護予防訪問看護
回数 / 月 3 6 ,2 1 0 3 6 ,6 8 2 3 6 ,9 0 7 3 9 ,1 4 5

人数 / 月 4 ,5 9 9 4 ,6 6 3 4 ,6 9 4 4 ,9 8 2

介護予防訪問リ ハビリ テーショ ン
回数 / 月 7 ,6 5 7 7 ,7 4 1 7 ,7 8 3 8 ,2 6 2

人数 / 月 6 7 9 6 8 7 6 9 1 7 3 4

介護予防居宅療養管理指導 人数 / 月 2 ,3 1 6 2 ,3 4 9 2 ,3 6 7 2 ,5 1 4

介護予防通所リ ハビリ テーショ ン 人数 / 月 2 ,6 1 7 2 ,6 5 9 2 ,6 7 9 2 ,8 4 9

介護予防短期入所生活介護
日数 / 月 6 4 4 6 4 4 6 5 6 6 9 0

人数 / 月 1 1 3 1 1 3 1 1 5 1 2 1

介護予防短期入所療養介護

（ 老健� 介護医療院� 病院等）

日数 / 月 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 9 8

人数 / 月 1 9 1 9 1 9 2 0

介護予防福祉用具貸与 人数 / 月 1 3 ,6 1 8 1 3 ,8 1 7 1 3 ,9 1 4 1 4 ,7 8 1

介護予防特定福祉用具購入費 人数 / 月 2 2 8 2 3 0 2 3 2 2 4 7

介護予防住宅改修費 人数 / 月 3 4 4 3 5 0 3 5 3 3 7 4

介護予防特定施設入居者生活介護 人数 / 月 1 ,1 2 6 1 ,1 6 1 1 ,1 8 6 1 ,2 5 9

介護予防支援 人数 / 月 1 7 ,6 0 5 1 7 ,8 7 0 1 7 ,9 9 9 1 9 ,1 2 6

介護予防認知症対応型通所介護
回数 / 月 2 2 2 2 2 2 2 2

人数 / 月 5 5 5 5

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 / 月 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 2 6

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数 / 月 8 9 1 0 1 1

単位 2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 2 0 3 0 年度

訪問型サービス 人数 / 月 1 0 ,9 0 0 1 1 ,2 0 0 1 1 ,5 0 0 1 0 ,3 3 6

通所型サービス 人数 / 月 1 2 ,0 0 0 1 2 ,3 0 0 1 2 ,6 0 0 1 1 ,4 4 1

【 予防給付】

【 介護予防� 日常生活支援総合事業】
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介護保険事業の費用と 負担

第１ 章　 介護保険事業にかかる 給付費等の見込み　

高齢者人口や要介護等認定者数、 介護サービス量の見込みを も と に算定し た 2 02 4 年度から

2 0 26 年度の３ か年の給付費総額は、 4 ,5 7 5 億円になる 見込みです。 こ の見込み額が、 2 0 24

年度から 2 0 2 6 年度までの 6 5 歳以上の方の保険料の算定基礎と なり ます。

2 0 2 4 年度 2 0 2 5 年度 2 0 2 6 年度 ３ か年合計

標準給付費 1 ,3 9 4 1 ,4 1 5 1 ,4 3 5 4 ,2 4 5

在宅サービス（ 地域密着型サービスを含む） 9 1 3 9 2 6 9 3 9 2 ,7 7 8

施設サービス 4 0 0 4 0 8 4 1 4 1 ,2 2 2

高額介護サービス費等 8 1 8 1 8 2 2 4 4

地域支援事業費 1 0 7 1 1 0 1 1 3 3 3 0

介護予防� 日常生活支援総合事業 7 7 7 9 8 1 2 3 7

包括的支援事業� 任意事業 3 0 3 1 3 2 9 3

合　 　 　 　 　 計 1 ,5 0 1 1 ,5 2 5 1 ,5 4 8 4 ,5 7 5

（単位：億円）
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● 介護保険事業にかかる給付費の財源のし く み

　 介護サービ スを 利用する 場合、 費用の１ 割（ 一定以上の所得者は２ 割または３ 割） が

自己負担と なり 、 残り の９ 割が保険から 給付さ れます。 原則と し て、 その財源の半分は

保険料（ 6 5 歳以上＝第１ 号被保険者 2 3 ％、 4 0 歳～ 6 4 歳＝第２ 号被保険者 2 7 ％）、 残

り は国（ 2 5 ％）、 都道府県（ 12 .5 ％）、 市町村（ 1 2 .5 ％） の負担（ 税） で賄っ ています。

　 こ れによ り 、 介護サービ スの利用量に応じ て、 高齢者が負担する 保険料の総額が決ま

り ます。

国

2 5 %

公費

5 0%

保険料

50 %

兵庫県

1 2 .5 %

神戸市

1 2 .5 %

第 1 号

被保険者

2 3 %

第２ 号

被保険者

2 7 %
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第2 章　 第１ 号被保険者の保険料　

①第９ 期の保険料基準

第１ 号被保険者の保険料は、 本計画において見込む 2 02 4 年度から 20 2 6 年度の給付費のう

ち 第１ 号被保険者が負担すべき 給付費（ 給付費全体の 2 3 ％） を 第１ 号被保険者数で割る こ と

によっ て算定さ れます。

第９ 期計画期間に おけ る 第１ 号被保険者の保険料基準月額は、 6 , 5 8 0 円と な り ま す。

（ 第８ 期 6 , 4 0 0 円 / 月）

※個人が実際に支払う 保険料については、 本人の課税状況や所得の状況、 世帯課税状況等に

も と づく 保険料段階設定により 負担額が異なり ます。

【 第９ 期における保険料の抑制策】

　 第９ 期の介護保険料設定については、 以下の抑制策を 実施し ます。

①介護予防の推進

　 介護予防を推進する取り 組みにより 保険料を 抑制し ます。

②消費税を財源と する公費を投入し た低所得者の保険料軽減

　 第１ 段階～第３ 段階について、 消費税を 財源と する 公費を 投入し て、

保険料率を 引き 下げま す。

第１ 段階保険料率： 0 .4 0 5  → 0 .2 3 5

第２ 段階保険料率： 0 .6 3 5  → 0 .4 3 5

第３ 段階保険料率： 0 .6 8 5  → 0 .6 8

③保険料段階の多段階化

　 保険料段階について、 国基準の 1 3 段階を 1 5 段階に細分化し 、 よ り

負担能力に応じ た段階設定と し ます。

④剰余金の活用

　 神戸市介護給付費等準備基金の 2 0 2 3 年度末の残高見込額の２ 分の１

を取り 崩し 、 保険料の上昇抑制に活用し ます。

⑤イ ンセンティ ブ交付金の活用

　 第９ 期計画期間中の国交付見込み額約 1 2 億円を 保険料軽減に活用し

ます。

※イ ン セン テ ィ ブ 交付金と は、 市町村によ る 自立支援・ 重度化防止等の

取り 組みの達成状況に対し 、 毎年配分さ れる 交付金のこ と 。
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 42  第 5 部　 介護保険事業の費用と 負担

②第９ 期の保険料段階

保険料段階については、 低所得者に配慮すると と も に、 より 負担能力に応じ た保険料設定と

するため、 本市では保険料段階を 1 5 段階に設定し ています。（ 国の基準は 13 段階）

※１ 　 公的年金等の収入金額と は、 老齢年金などの課税対象と なる 年金収入を いい、 障害・ 遺族年金など
の非課税と なる年金収入は含まれません。

※２ 　 合計所得金額と は、収入金額から 必要経費を 控除し た所得金額の合計額で、「 基礎控除」「 配偶者控除」
「 社会保険料控除」「 医療費控除」 などの所得控除前の金額です。 株式譲渡所得など 申告分離課税の
所得金額を 含み、 退職所得、 雑損失、 繰越損失は含みません。 土地建物等の譲渡所得に特別控除が
ある 場合は、 特別控除額を 差し 引いて算定し ます。

※注　 第１ ～５ 段階については、 ※２ で計算し た合計所得金額を、 給与所得及び公的年金等に係る 雑所得
金額の合計から 1 0 万円控除（ ただし 、 控除後、 合計額が 0 円を 下回る 場合は 0 円と する ） し た額
で算定し 直し ます。 さ ら に、 租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に定める 所得金額調整控除
額を 加え、 そこ から 公的年金等に係る雑所得金額を 差し 引いて算定し ます。

※３ 　 実際に納めていただく 年間保険料は、 1 0 円単位（ 1 0 円未満は切り 捨て） と なり ます。

保険料段階 対象者 保険料率
１ 人あたり の
年間保険料※３

（ 月平均）

第１ 段階

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者（ 世帯全員が市民税非課税）
基準額× 0 .2 3 5

1 8 ,5 5 6 円

（ 1 ,5 4 7 円）
本

人

が

市

民

税

非

課

税

世帯全員が

市民税非課税

本人の公的年金等の収入金額※ 1 と 合計所得金

額
※２

の 合計が 8 0 万円以下

第２ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が 8 0 万円超 1 2 0 万円以下
基準額× 0 .4 3 5

3 4 ,3 4 8 円

（ 2 ,8 6 3 円）

第３ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が 1 2 0 万円超
基準額× 0 .6 8

5 3 ,6 9 3 円

（ 4 ,4 7 5 円）

第４ 段階
世帯に市民税

課税者がいる

本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が 8 0 万円以下
基準額× 0 .9

7 1 ,0 6 4 円

（ 5 ,9 2 2 円）

第５ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が 8 0 万円超
基準額× 1

7 8 ,9 6 0 円

（ 6 ,5 8 0 円）

第６ 段階

本

人

が

市

民

税

課

税

合計所得金額が 1 2 0 万円未満 基準額× 1 .1 5
9 0 ,8 0 4 円

（ 7 ,5 6 7 円）

第７ 段階 合計所得金額が 1 2 0 万円以上 1 9 0 万円未満 基準額× 1 .2 4
9 7 ,9 1 1 円

（ 8 ,1 6 0 円）

第８ 段階 合計所得金額が 1 9 0 万円以上 2 9 0 万円未満 基準額× 1 .4 7
1 1 6 ,0 7 2 円

（ 9 ,6 7 3 円）

第９ 段階 合計所得金額が 2 9 0 万円以上 4 0 0 万円未満 基準額× 1 .6 7 5
1 3 2 ,2 5 8 円

（ 1 1 ,0 2 2 円）

第 1 0 段階 合計所得金額が 4 0 0 万円以上 5 0 0 万円未満 基準額× 1 .8
1 4 2 ,1 2 8 円

（ 1 1 ,8 4 4 円）

第 1 1 段階 合計所得金額が 5 0 0 万円以上 6 0 0 万円未満 基準額× 1 .9
1 5 0 ,0 2 4 円

（ 1 2 ,5 0 2 円）

第 1 2 段階 合計所得金額が 6 0 0 万円以上 7 0 0 万円未満 基準額× 2 .2
1 7 3 ,7 1 2 円

（ 1 4 ,4 7 6 円）

第 1 3 段階 合計所得金額が 7 0 0 万円以上 8 0 0 万円未満 基準額× 2 .3 5
1 8 5 ,5 5 6 円

（ 1 5 ,4 6 3 円）

第 1 4 段階 合計所得金額が 8 0 0 万円以上 1 0 0 0 万円未満 基準額× 2 .6
2 0 5 ,2 9 6 円

（ 1 7 ,1 0 8 円）

第 1 5 段階 合計所得金額が 1 ,0 0 0 万円以上 基準額× 2 .8 5
2 2 5 ,0 3 6 円

（ 1 8 ,7 5 3 円）
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③保険料の減免制度

本市では独自に生活困窮者等に対する保険料軽減制度を 設けています。 第９ 期計画期間中に

おいても 継続し ます。

保険料段階 対象と なる方 減免の内容

第１ ～３ 段階

収入が少な く 生活が困窮し て

いる 方で、 下記の①～③すべ

てに該当

世帯の年間合計収入が 6 0 万円以下

（ 世帯員が２ 人以上の場合は、 ２ 人目から １ 人

あたり 1 7 .5 万円を加算し た額以下）

第１ 段階の半額の保

険料相当額に減額

第２ � ３ 段階

世帯の年間合計収入が 1 2 0 万円以下

（ 世帯員が２ 人以上の場合は、 ２ 人目から １ 人

あたり 3 5 万円を加算し た額以下）

第１ 段階の保険料相

当額に減額

「 神戸市在日外国人等福祉給付金」 の受給者 〃

第 ４ ～ 1 5 段

階

失業な ど によ り 、 本人や家族

の所得が前年に比べて 大幅に

減少し た方で、 下記の

④に該当

� ④の理由によ り 世帯の今年１ 年間の見込所

得が前年と 比べて半分以下に減る

� １ か月あたり の金額が 2 4 .5 万円以下である

� 見込み所得から 判断する と 、 本人または世

帯全員が市民税の非課税基準に該当し 、 保

険料段階が当年度４ � ５ 段階の方は翌年度

１ ～３ 段階に、 当年度６ ～ 1 5 段階の方は翌

年度１ ～５ 段階に下がると 見込まれる。

所得の減少の度合い

などに応じ て、 保険

料 の 1 .2 割 ～ 8 .8 9

割を 減額（ 失業など

の事実のあっ た月か

ら 年度末まで適用）

全ての段階

災害により 被害を受けた方
風水害� 火災などによ り 住宅� 家財に著し い

被害を受けた方のう ち一定の方

被 害 の 程 度 に 応 じ

て、 保険料の３ 割か

ら 1 0 割を減免

刑事施設などに収監さ れた方 刑事施設などへの収監が２ か月をこ える場合
収監期間中の保険料

の全額を免除

①市民税の課さ れている 方に扶養さ れていない。

②市民税の課さ れている 方と 生計を 共にし ていない。

③資産など を 活用し ても なお、 生活が困窮し ている 状態と 認めら れる （ 預貯金額の場合、 世帯で 3 5 0 万円

以下（ 世帯員が２ 人以上の場合は、 ２ 人目から １ 人あたり 1 0 0 万円を 加算し た額以下））

④本人の属する 世帯の生計を 維持する 方が失業し た、 事業を 廃止・ 休止し た、 亡く なら れた、 心身に重大な

障害を 受けた、 長期入院し た等のいずれかに該当する 場合
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第 10 期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画（骨子案） 

 １ 策定趣旨 

●本計画は、「神戸市民の福祉をまもる条例」に基づいて、市の果たすべき責務を具体的に明示することにより、

高齢者保健福祉施策の体系的・総合的推進を図ろうとするものです。 

●介護保険事業計画と老人福祉計画（本市では、「神戸市高齢者保健福祉計画」）は、一体的策定が義務づけら

れていることから、本計画は、『介護保険事業計画と神戸市高齢者保健福祉計画』の一体の計画（以下「介護

保険事業計画」という）として策定しています。 

●また、介護保険事業計画は、要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する他の計画と調和を保つこととな

っており、本計画は、「神戸市認知症施策推進計画」や「神戸市高齢者居住安定確保計画」とも一体の計画と

して策定しています。 

３ 計画策定の考え方とポイント 

●本市では、学識経験者・保健医療関係者・福祉関係者等で構成される「「介護保険専門分科会」、また、その下

部組織の「「企画「・調査部会」において、本計画の実施状況の点検や課題検討を行うなど、介護保険事業の円滑

な推進を図っています。 

●計画策定のための基礎資料とするとともに、本市の今後の高齢者施策の参考資料とするため、高齢者の実態調

査を実施します。（３年毎の調査） 

■調査種別「 

①要介護認定を受けていない 65 歳以上の方を対象とする「高齢者一般調査」「 

…令和７年 10月６日現在、要介護認定を受けていない神戸市内に居住する 65 歳以上の男女 

②要介護認定を受けている 65歳以上の方を対象とする「在宅高齢者実態調査」 

…令和７年 10月６日現在、要介護認定を受けている神戸市内に居住する 65歳以上の男女「（※令和７年７月に

施設サービスの利用実績のある者を除く）「「 

③施設を対象とする「施設調査」 

…令和７年 10月１日現在開設中の介護保険サービスの付いた施設 

 

厚生労働省にて令和７年７月 25 日付けで取りまとめた「「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関すると

りまとめ」及び令和６年 12 月３日閣議決定された「認知症施策推進基本計画」に基づき、現行計画の目標・施策

の柱ごとに新計画において検討すべき内容を整理しました。 
 
目標・施策の柱 新計画で検討すべき事項 

フレイル予防

をはじめとし

た介護予防の

推進 

 介護予防の体系的強化（通いの場の発展・拡充、地域リハ支援体制の活用、保健事業との一体的実施） 

 サービス・活動 C（短期集中予防）の推進と「自立支援サイクル」の構築（短期集中→社会参加への接続） 

 介護予防・健康づくりの効果検証とデータ収集・見える化（自治体が使える形で提供、PDCA 強化） 

 インセンティブ交付金（保険者機能強化推進交付金・努力支援交付金）の指標精査と枠組み整理・強化 

 地域資源の見える化（総合事業・通いの場、健康増進施設・総合型スポーツクラブ等へのアクセス改善） 

 フレイル・生活機能低下への医療専門職の早期・集中的関与（施設等との連携も含め実装） 

 中山間・人口減少地域での「介護予防・地域ささえあいサポート拠点」モデルの展開・検証 

地域での生活

の継続に向け

た支援 

 地域包括ケアの深化（医療・介護・予防・生活支援の切れ目ない提供） 

 医療介護連携の強化（施設の協力医療機関の調整、入退院支援ルール、在宅医療連携推進） 

 在宅ケアの受け皿と緊急対応機能の整備「（訪問診療「・看護、一般病院、老健、ショートステイの役割明確化） 

 地域類型に応じた提供体制の最適化 

 住まい施策との整合（多様な住まいに対応したサービスの組合せ提供） 

認知症の人に

やさしいまち

づくりの推進 

 認知症の人に関する国民の理解の増進等（「新しい認知症観」の普及促進、本人発信を含めた運動の展開) 

 認知症の人の生活におけるバリアフリー化の増進（地域における生活支援体制の整備等） 

 認知症の人の社会参加の機会の確保等 

 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等（保健医療福祉の有機的な連携の確保） 

 相談体制の整備等 

 認知症の予防等「（科学的知見に基づく予防に関する啓発「・知識の普及、身近な保健医療福祉サービス機関と

専門的医療機関の連携） 

安全「・安心な住

生活環境の確

保 

 住まい施策と介護提供体制の整合（特に大都市部での多様な住まい×サービスの組合せ） 

 設備・基準の実態に即した柔軟化（都市部の用地制約を踏まえた整備基準の見直し検討） 

 中山間・人口減少地域における移動支援と地域交通連携（事業者・利用者の移動負担への対応） 

 既存福祉施設の有効活用（転用・貸付・廃止に係る国庫返納規制の一定緩和、異分野横断の転用を可能に） 

 災害後の地域での生活再建と介護基盤の維持（能登地域の教訓を踏まえた持続可能性の確保） 

介護人材の確

保・育成 
 賃上げ・処遇改善の継続強化（処遇改善加算一本化・加算率引上げ、要件弾力化による取得促進） 

 訪問介護の支援（同行支援、経営改善、魅力発信を含む特別対策） 

 地域プラットフォーム機能の充実（ハローワーク・福祉人材センター・生産性相談センター等との連携） 

 潜在介護福祉士の復職支援（情報収集強化、マッチング・リターン支援の仕組み整備） 

 タスクシフト/シェア・介護助手導入（業務の切り出し、入門的研修の拡充） 

 若年層への魅力発信（テクノロジー活用・社会課題対応のアピール、学校現場と連携） 

 外国人材の受入・定着（国別アプローチ、日本語支援、同等処遇の確保、都道府県主導のセンター整備） 

 養成施設の教育改革（テクノロジー教育・日本語教育強化、地域連携によるリカレント教育） 

 オンライン研修・試験制度の見直し、ハラスメント対策、柔軟な働き方・常勤化支援 

 生産性向上、デジタル中核人材育成・伴走支援、科学的介護（LIFE）推進 

 ケアプラン電子連携（ケアプランデータ連携システム）による事務・連携効率化 

 センサー・インカム・介護記録ソフト等の導入加速 

介護保険制度

の適正運営 
 需給の見える化・分析（介護・医療資源のエリア別把握、稼働率・認定率・人口動態を踏まえた推計） 

 医療計画・地域医療構想と介護計画の接続（調整会議への市町村参画、連携スキームの制度設計） 

 モデル事業の実施（中山間・人口減少地域での柔軟対応の質確保を検証） 

 インセンティブ交付金の指標精査と制度改善（介護予防・健康づくりの評価強化） 

 社会福祉連携推進法人の活用促進（事務負担軽減・要件緩和、一定条件での社会福祉事業実施を可能化） 

 事業者協働化・連携・大規模化の推進（共同購買・共同研修・バックオフィス効率化、M&A 支援の整備） 

 基金・補助の活用（テクノロジー導入の初期・運用費支援、伴走支援・ネットワーク構築） 

 

４ 国の最新の動向 

２ 計画の位置づけと期間 

●本市のまちづくりを進めるにあたっては、「「神戸市基本構想」「「第６次神戸市基本計画」が策定されています。 

●本計画は、市町村地域福祉計画に位置づけられる「「“こうべ”の市民福祉総合計画 2030」との連携を図ってい

ます。 

●また、兵庫県地域医療構想における病床の機能分化・連携の推進に伴う、在宅医療等の新たなサービス必要量

に関して、「兵庫県保健医療計画」との整合性を図っています。 

●本計画の期間は、2027 年度から 2029 年度の３か年計画とします。 
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目的を達成するための指標として、６つの目標（＝施策の柱）

を設定し、各種施策を計画的に推進してきました。 

 

 【目的】 

５ 新計画の目次構成と体系 

第１部 計画の意義 

第１節 策定趣旨 

第２節 計画の位置づけ 

第３節 計画期間 

第４節 計画の推進体制 

 

第２部 目的と目標 

第１節 目的 

第２節 中長期的な将来展望 

第３節 目標（施策の柱） 

 

第３部 施策 

（※右記の体系案に示す） 

 

第４部 介護サービス量等の見込み 

第１章 被保険者数の見込み 

第２章 要介護（要支援）認定者数の見込み 

第３章 介護サービス利用者数の見込み 

－ 第１節 施設「・居住系サービスの利用見込み 

－ 第２節 居宅サービス・地域密着型サービ

ス・総合事業の利用見込み 

 

第５部 介護保険事業の費用と負担 

第１章 介護保険事業にかかる給付費等の見込

み 

第２章 第１号被保険者の保険料 

 

【現行計画】の体系 

 

【第３部 施策】の柱（案） 

 

【新計画】の目次構成（案） 

 

第１章 フレイル予防をはじめとした介護予防の推進 

第１節 フレイル予防と活動・参加の推進 

第２節 健康づくり対策 

第３節 生涯現役社会づくり 

大目標（据え置き）：高齢者が尊厳をもって、自立した生活を営むことができる社会の実現 

副題（追加）：地域共生のもと、身寄りのない高齢者等を含む誰もが、切れ目ない医

療・介護・予防・住まい・権利擁護の支援により、最期まで地域で暮

らし続けられる社会 

第１章 フレイル予防をはじめ

とした介護予防の推進 

＜目標・施策の柱＞ 

目的 

＜方向性＞ 

第１節 フレイル予防と活動・参加の推進 

第２節 健康づくり対策 

第３節 生涯現役社会づくり 

高齢者が尊厳をもって、自立した生活を営むことがで

きる社会の実現 

【施策の柱】 

第２章 地域での生活の継続に向けた支援 

第１節 地域での支援体制づくり、相談体制の充実 

第２節 在宅医療・介護連携の推進 

第３節 権利擁護、虐待防止対策 

第４節 緊急時の対応 

第３章 認知症の人にやさしいまちづくりの推進 

第４章 安全・安心な住生活環境の確保 

第１節 多様な住まいの確保、施設・居住系サービ

スの確保 

第２節 安全・安心な住生活環境の整備 

第５章 介護人材の確保・育成 

第６章 介護保険制度の適正運営 

第２章 地域での生活の継続に

向けた支援 

第１節 地域での支援体制づくり、相談体制の充実 

第２節 住まいと生活環境の推進（移動支援・独居高齢者支援） 

第３節 権利擁護、虐待防止対策 

第４節 身寄りのない高齢者等包括支援 

第３章 地域包括ケアと医療・

介護連携の強化【新規】 

第１節 急変・救急・看取りに対応する連携の推進 

第２節 多職種連携による入退院支援の深化 

第４章 認知症の人にやさしい

まちづくりの推進 

第１節 予防及び早期介入 

第２節 事故の救済及び予防 

第３節 治療及び介護の提供 

第４節 地域の力を豊かにしていくこと 

第５章 安全・安心な住生活環

境の確保 

第１節 多様な住まいの確保、施設・居住系サービスの確保 

第２節 災害時の対応（BCP・備蓄・相互援助） 

第６章 介護人材の確保・育

成・定着 

第１節 新たな介護人材の確保 

第２節 介護人材の育成・定着 

第３節 就業環境の向上 

第７章 介護保険制度の適正運

営 

第１節 制度の自足可能性の向上 

第２節 事業者及び利用者への適正・適切なサービスの理解促進 

２ 



第 10 期介護保険事業計画策定スケジュール（予定） 

 

令和８年 

 

３月 

 大都市介護保険担当課長会議 

 ・第 10期計画に関する基本的考え方の提示 

 

７月 

 大都市介護保険担当課長会議 

 ・基本方針案の提示 

９月 

第１回企画・調査部会 

・計画案の検討 

11 月 

第１回介護保険専門分科会 

・計画案の検討 

12 月 

パブリックコメントの実施 

 

 

令和９年 

 

１月下旬 

第２回企画・調査部会 

・計画案の審議 

２月下旬 

第２回介護保険専門分科会 

・計画案の審議・確定 

２～３月 

介護保険条例の改正 

４月１日～ 

第 10 期介護保険事業計画開始 
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令和６年度における保険者機能強化推進交付金等について 

 
１．概要 

  平成 29 年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保

険者の取組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるように、PDCA サイ

クルによる取組が制度化された。 
  この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々

な取組の達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、高齢者の自立支援、重度化

防止等に関する取組を推進するための保険者機能強化推進交付金を創設した。 
  令和２年度においては、介護予防の位置付けを高めるため、保険者機能強化推進交付

金に加え、介護保険保険者努力支援交付金（社会保障の充実分）が創設され、介護予防・

健康づくり等に資する取組を重点的に評価することにより配分基準のメリハリ付けが強

化された。 
 
 
２．評価指標 

 ○保険者機能強化推進交付金 

  Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする 

  Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する 

  Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する 

  Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む 

 ○介護保険保険者努力支援交付金 

Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する 

  Ⅱ 認知症総合支援を推進する 

  Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する 

  Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む 
 
 
３．前回（令和５年度）からの主な変更点 
  令和６年度指標評価については、保険者機能強化推進交付金等が保険者機能強化に一

層資するものとなるよう主に以下の項目が大幅に見直されている。 
 ・保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の役割分担の見直し 
 ・評価を行う保険者の負担にも配慮した評価指標の縮減 
 ・プロセス指標とアウトカム指標との関連性をより明確にするためのアウトプットや中

アウトカムに関する評価指標の充実 
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３．本市の結果 

（１）得点  
  保険者機能強化推進交付金 【得点率 政令市８位】 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
合計 得点率 

（ⅰ） （ⅱ） （ⅰ） （ⅱ） （ⅰ） （ⅱ）  

項目数 16 ３ ９ ２ 10 ３ ５ 48  

点数 

（満点） 

62 

（64） 

15 

（36） 

66 

（68） 

12 

（32） 

52 

（64） 

15 

（36） 

60 

（100） 

282 

（400） 
70.5％ 

 ※平成 30 年度：542 点（満点 612 点） 得点率 88.5％ 【政令市７位】 
  令和元年度：633 点（満点 692 点） 得点率 91.4％【政令市 1 位】 
    令和２年度：1307 点（満点 1575 点） 得点率 82.9％【政令市 1 位】 

令和３年度：1301 点（満点 1590 点） 得点率 81.8％【政令市 1 位】 
令和４年度：1059 点（満点 1375 点） 得点率 77.0％【政令市 2 位】 
令和５年度：1084 点（満点 1355 点） 得点率 80％【政令市２位】 

 

  介護保険保険者努力支援交付金 【得点率 政令市 12 位】 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
合計 得点率 

（ⅰ） （ⅱ） （ⅰ） （ⅱ） （ⅰ） （ⅱ）  

項目数 29 12 13 ３ 13 ４ ５ 79  

点数 

（満点） 

51 

（52） 

24 

（48） 

49 

（64） 

６ 

（36） 

53 

（68） 

14 

（32） 

60 

（100） 

257 

（400） 
64.3％ 

※令和２年度：703 点（満点 870 点） 得点率 80.8％【政令市 1 位】 
令和３年度：703 点（満点 885 点） 得点率 79.4％【政令市 1 位】 
令和４年度：570 点（満点 730 点） 得点率 78.1％【政令市 1 位】 
令和５年度：655 点（満点 830 点） 得点率 78.9％【政令市１位】 

 
（２）交付額 
  （保険者機能強化推進交付金）  
    121,059 千円 （全国約 95 億円）  
 ※平成 30 年度：270,372 千円、令和元年度：294,089 千円、令和２年度：274,042 千円、

令和３年度：263,048 千円、令和４年度：270,551 千円、令和５年度：192,714 千円 
 
  （介護保険保険者努力支援交付金） 
    256,006 千円 （全国約 190 億円）  

※令和２年度：304,801 千円、令和３年度：288,180 千円、令和４年度 318,745 千円、 
 令和５年度：283,721 千円 
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2025 年度第１回総合事業サービスワーキンググループにおける主なご意見 

（2026 年１月 15 日開催） 

 

１． 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況報告 

内容：総合事業の直近の実施状況等について報告を行った。 

（訪問サービスについて） 

・訪問サービスの利用実績が減少傾向であることについて、需要が減っているのか、供給

ができないのか。 

・供給ができないということであれば、何らかの事業所へのサポートが必要ではないか。 

・在宅高齢者の身体介護の需要が増えている一方で、事業者の新規参入は難しい状況。そ

の中で生活支援を必要とする方をどう支えるか、その担い手の確保は非常に重要である。 

・神戸市主催の生活支援訪問サービス従事者養成研修の修了生のマッチングで、ここ１年

の間に、そこを修了した・やってみたいという人が応募をしてきたケースはあった。 

・総合事業の効果を検証して、維持・改善できているという結果がでれば、事業者のモチ

ベーションも上がるのではないか。 

→（事務局） 

・高齢者数の増加や現場の意見から、供給が追い付いていないのではないかと考えている。 

・生活支援訪問サービスについて、従事者を養成することで安定的なサービス提供につな

げたいと考えており、今年度より、採用後の早期離職対策として、事業者の協力のもと、

就労前の職場体験を実施している。今後も効果的な支援を検討していきたい。 

・十分効果検証できていないことについては課題だと感じている。 

（介護予防通所サービスの時間短縮型について） 

・給付費抑制の効果が出ているので、今後もっと効果のある方法を検討してさらに支出抑

制できるようにしてはどうか。 

 

２．2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会について 

内容：国の 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する検討会の内容について

報告を行った。 

・高齢者だけでなく、障害者やこどもも含めた多世代型・介護付きシェアハウスなどが注

目を浴びている。 

・多様な地域課題を、まとめて垣根なく考えていこうという方向性にあるのではないか。 

 

３．神戸市介護予防・日常生活支援総合事業「新たな通所型サービス」について（サービ

ス・活動 Aの新設） 

内容：神戸市介護予防・日常生活支援総合事業で新設する通所型サービス・活動 Aの内容

案について説明した。 

・他のサービスとの利用者の振り分けや、新たな通所サービスでの神戸市の目指すところ

の周知が重要。 

・新たな介護予防・フレイル対策のメニューを考案するにあたっては、あんしんすこやか

センターからアイデアを募るのも効果的ではないか。 

→（事務局） 

・仕様や、利用者の振り分け基準について、いただいたご意見を踏まえつつ、検討をすす

めて参りたい。 
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